
 

○東海市総合福祉計画推進協議会条例 

 

平成１５年３月２８日 

条例第２３号 

改正 平成１６年３月３０日条例第１２号 

平成２６年３月２８日条例第５号 

                  改正  令和５年７月１２日条例第１７号 

東海市総合福祉計画推進協議会条例をここに公布する。 

東海市総合福祉計画推進協議会条例 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、市の総合福祉計画の策定及びその推進に関する重要事項

について調査審議するため、東海市総合福祉計画推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員１９人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 社会福祉関係団体を代表する者 

（３） 児童福祉関係団体を代表する者 

（４） 保健医療関係団体を代表する者 

（５） 社会教育関係団体を代表する者 

（６） 町内会、自治会等を代表する者 

（７） 保健所の職員 

（８） 市内に住所を有する者 

３ 市長は、前項の規定により市内に住所を有する者のうちから委員を委嘱しようと

するときは、東海市審議会等の委員の公募に関する条例（平成１６年東海市条例第

１１号）の定めるところにより、当該委員の公募を実施するものとする。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員

が、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会においては、会長が議長となる。 

３ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることがで

きない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（部会） 

第６条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ当該部会に属す

る委員のうちから部会長の指名する者が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年条例第１２号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第５号） 



 

この条例は、平成２７年８月１日から施行する。 

  附 則（令和５年条例第１７号） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

２ この条例の公布の際現に改正前の東海市総合福祉計画推進協議会条例第２条２

項の規定により委嘱されている協議会の委員の任期は、東海市総合福祉計画推進協

議会条例第３条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までとする。 
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第３次東海市総合福祉計画の進捗状況について 

１ 概要 

 第３次東海市総合福祉計画は、社会福祉法に基づく地域福祉計画を根幹として、

高齢者支援、障害者支援、子育て支援及び地域福祉の分野で構成されており、平成

２６年度（２０１４年度）から令和５年度（２０２３年度）までの１０か年を計画

期間としている。 

策定後、前期期間の５年が経過し、福祉を取り巻く社会環境が大きく変化したこ

とから、現状を盛り込んだ後期計画へ改定し、平成３１年度（２０１９年度）から

各施策の推進を図っている。 

推進協議会において、昨年度の状況を報告し、成果指標の現状値の分析及び成果

指標の向上を図るための方策等について協議するもの。 

 

２ 成果指標の達成状況 

分野 指標数 令和３年度との比較 令和４年

度に目標

値を達成

できたも

の 

令和４年

度までに

目標値を

達成した

もの 

数値が向上 

したもの 

数値が悪化 

したもの 

比較がで

きないも

の又は変

化のない

もの 

高齢者支援 １３ ４ ８ １ ４ ７ 

障害者支援 １８ ８ １０ ０ ６ １１ 

子育て支援 ２４ １３ ８ ３ ６ ９ 

地 域 福 祉 ２０ ９ ９ ２ ５ ９ 

合 計 ７５ ３４ ３５ ６ ２１ ３６ 

割合(％) － ４５．３ ４６．７ ８．０ ２８．０ ４８．０ 

  ※令和元年度（２０１９年度）から令和４年度（２０２２年度）は新型コロナウ

イルス感染症の影響により、成果指標を正確に判断することが難しい状況である。 

（指標の総評） 

  サブ指標を含む７５指標のうち、令和４年度（２０２２年度）に１０年後目標値

を達成した指標は、２１指標であり、２８．０％の達成状況であるが、新型コロナ

令和５年８月２８日 

東海市総合福祉計画 

推 進 協 議 会 

資料２ 
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ウイルス感染症感染拡大防止のために、各種事業の縮小等により正確な判断は難し

い状況となっている。なお、令和４年度（２０２２年度）までに１０年後目標値を

達成した指標は、３６指標で、４８．０％の達成状況である。   

 

３ 計画の評価 

 高齢者支援 

  令和３年度（２０２１年度）比で数値が改善している指標については、新型コ

ロナウイルス感染防止対策で中止にしていた講座等が令和４年度（２０２２年度）

から徐々に再開できるようになり、数値が改善してきたと考えられる。一方で、

数値が悪化している指標については、長引くコロナ禍における活動低下による身

体機能の低下や、参加意識の低下が影響していると推測される。 

今後は、多様な生活様式に合わせた事業の在り方を検討するとともに、健康で

活力ある高齢者を増やし、地域包括ケアシステム構築の着実な推進や、地域支え

あい活動等への支援を継続して実施する必要がある。 

  障害者支援 

   障害者支援に関する指標１８指標のうち１０指標において、令和３年度（２０

２１年度）と比較し数値が悪化している。悪化した指標の主な要因は、制限され

ていた福祉施設等でのボランティア受け入れを開始する等、市民の理解促進を図

ってきたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、啓発活動は例年通り実施

することができず、数値の改善に繋がらなかったと推測される。また、福祉事業

所数は増加してきたものの、居住系サービス事業所が不足していることから、ニ

ーズが充足されていないと考える。 

また、改善している指標については、市内に就労支援事業所が増えたことで、

利用者数が増加し、障害者の就労の機会の充実が図れていると考える。今後も、

引き続き事業所との連携を図り、相談体制の充実や就労移行支援及び就労定着支

援へと繋がる支援体制を整えていく必要がある。 

 子育て支援 

子育て支援関連指標２４指標のうち、１３指標において令和３年度（２０２１

年度）と比較すると改善しており、就労形態の多様化等により、変化をし続ける
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保育ニーズに対して、民間保育施設の開設や各種事業等の取り組みが効果を上げ

ているものと考えられる。今後も地域の保育需要の動向等を見据え、継続的に対

策を進めていく必要がある。 

児童館総来館者数については、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、

利用者数が減少し続けていたが、令和４年度（２０２２年度）から絵本で親子ふ

れあい応援事業を始めたことで、児童館の周知が図れ、前年度より増加したと考

える。今後も、地域住民やボランティア等の人材資源を活用し、魅力ある事業を

継続して実施する必要がある。また、児童虐待件数は、前年度より件数は改善し

たものの、先行き不透明な社会情勢等による家庭への過度なストレス等により、

基準値を大きく上回っていると考える。令和４年度（２０２２年度）に整備した

子ども家庭総合支援拠点を中心に、関係機関と連携し、虐待の未然防止・早期発

見に取り組む必要がある。 

 地域福祉 

地域福祉に関する指標２０指標のうち９指標において、令和３年度（２０２１

年度）と比較し数値が改善している。改善した主な指標は、「ひきこもり相談延

べ件数」、「ひきこもり居場所延べ利用件数」及び「自殺死亡率」である。「ひ

きこもり居場所延べ利用件数」については、居場所でのプログラムに就労準備支

援として内職作業を取り入れたことから、利用者が役割や目的を持つことができ

るようになり、数値の改善に繋がったと考えられる。 

また、「健康づくりの取り組みをしている人の割合」、「年に１回は健康診断

を受けている人の割合」といった健康に対する意識面の数値が伸び悩んでいるが、

基準値からは改善しており、今後も引き続き、市民の健康意識を変えていく事業

展開が必要である。一方、「地域活動・市民活動を身近に感じている人の割合」

は基準値より大きく低下しており、新型コロナウイルス感染症の影響だけでなく、

少子高齢化や定年延長等による社会環境の変化により、若い世代に限らず高齢者

の地域活動への参加が困難になっていることが要因と考えられる。今後も、地域

交流の推進をはじめ福祉や防災等の課題を各種団体等と連携・協力し、地域が主

体的に解決する仕組みづくりを進めていく。 



第３次東海市総合福祉計画後期計画数値目標現状値 一覧表 　　　 凡例
資料３

　　　 令和５年（２０２３年）８月２８日
      

※網掛けは、今までに10年後の目標値を達成したことのあるもの

↑
成果指標算出方法 方向性 基準値

5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考

1

高齢者が住み慣れた地域で
安心して暮らせると思う人
の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」、
「どちらかといえばそう思う」と回
答した人の数／アンケート回答総数
×100

↑ 61.90% 65.00% 67.00% 66.00% 63.00% 65.00% 69.20% 66.80% 65.30% ×
地域包括ケアシステム構築の取組
みが浸透してきた。今後も継続し
て推進していく必要がある。

新型コロナウイルス感染症の
影響だけでなく、地域支えあ
い活動登録団体活動員の高齢
化が進み、活動内容が縮小さ
れてきたことも影響している
と考える。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6

2

高齢者のサービスなどが充
実していると感じている人
の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」、
「どちらかといえばそう思う」と回
答した人の数／アンケート回答総数
×100

↑ 53.40% 56.00% 60.00% 55.90% 55.90% 56.70% 62.00% 63.10% 56.50% ×
高齢者に対する各種サービスが定
着してきた。

長引くコロナ禍の影響による
外出機会の減少等により、前
期高齢者に相談窓口や介護
サービス情報が浸透しておら
ず、サービスの利用に繋がら
ないケースが増えていると考
える。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 7

3
地域支えあい活動の登録団
体数

地域支えあい活動に登録している団
体数

↑ 2団体 25団体 50団体 22団体 22団体 23団体 25団体 26団体 26団体 　
地域支えあい活動が周知され、各
地域においても活動の必要性が認
められた。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6
単 位 指 標 4-1

4
地域支えあい活動の登録人
数

地域支えあい活動の登録者数 ↑ 60人 625人 1,250人 479人 480人 498人 525人 490人 496人 〇
地域支えあい活動が周知され、各
地域においても活動の必要性が認
められた。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6
単 位 指 標 4-1

5
日ごろから出かけられる居
場所があると感じている高
齢者の割合

市民アンケート「高齢者が住み慣れ
た地域で安心して暮らせる」で「そ
う思う」「どちらかといえばそう思
う」かつ、項目として「日ごろから
出かけられる居場所がある」と回答
した人(65歳以上)の数／アンケート
回答総数(65歳以上)×100

↑ 26.00% 35.00% 40.00% 33.30% 26.90% 28.90% 30.20% 29.90% 25.20% ×

前年度より減少し、目標値にも及
ばない。今後もシニアクラブや地
域のサロン等の活動を通じて高齢
者が利用できる場の充実を図る。

コロナ禍における活動低下が
身体機能の低下に影響してお
り、その身体機能に応じた居
場所が限られるためと考え
る。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6
単 位 指 標 4-1

6
要介護認定を受けていない
高齢者の割合

100-【(介護認定を受けた人数／第1
号被保険者数)×100】

↑ 85.20% 85.40% 85.50% 83.40% 82.60% 82.00% 81.70% 81.40% 80.84% ×
要介護認定を受けていない高齢者
の割合は、前年比-0.56㌽となっ
ている。

コロナ禍による活動低下が身
体機能の低下に影響している
と考える。また要介護認定率
が上昇する75歳以上人口の増
加も影響していると考える。

健康推進課
第 6次総合計画
指 標 7
単 位 指 標 5-3

7
高齢者相談支援センターな
どへの相談件数

1年間に高齢者相談センター(包括支
援センター)へ相談があった件数

↑ 12,361件 13,000件 13,200件 16,533件 16,693件 16,188件 17,911件 16,838件 17,380件 〇
一定数の相談件数はあるため、相
談先の定着はしていると判断でき
る。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 7
単 位 指 標 5-1

8
相談できる環境などが整っ
ていると感じている高齢者
の割合

市民アンケート「高齢者が住み慣れ
た地域で安心して暮らせる」で「そ
う思う」「どちらかといえばそう思
う」かつ、項目として「相談できる
環境がある」と回答した人(65歳以
上)の数／アンケート回答総数(65歳
以上)×100

↑ 23.00% 40.00% 60.00% 27.40% 22.60% 30.00% 29.50% 31.30% 26.60% ×

今年度は前年度より減少し、目標
値とは開きがあるため、今後も相
談事業等について周知を図る必要
がある。

高齢者数及び高齢者相談支援
センターなどへの相談件数が
増えているため相談先につい
て定着していると考えるが、
ニーズも多様化しており、よ
り高い専門性のもと安定的な
相談支援体制を求めているた
めと考える。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 7
単 位 指 標 5-2

9
高齢者あんしん見守り登録
制度の登録者数

高齢者あんしん見守り登録制度の登
録者数

↑ 920人 960人 1,000人 973人 946人 944人 898人 838人 819人 ×

新型コロナウイルスの影響で新規
登録者が増加せず入所・死亡等が
増加したため登録者が減少した。
今後も制度の周知を図る必要があ
る。

家族と同居または施設に入所
した高齢者が多かったことで
あんしん見守り登録を解消し
た高齢者が多かったことによ
るものと考える。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 7
単 位 指 標 5-2

10
要介護高齢者援護扶助費の
延べ支給人数

要介護高齢者援護扶助費の延べ支給
人数

↑ 4,949人 5,200人 5,300人 5,627人 5,691人 6,317人 6,535人 6,899人 6,534人 ×
目標値を大きく超えており、順調
に制度が周知されているといえ
る。

前年度より、死亡等による資
格喪失者数が認定者数より上
回ったため。

高齢者支援課

東海市総合福祉計画推進協議会

第２章　高齢者支援

指標

○ 数値が改善したもの
× 数値が悪化したもの
― 比較のできないもの
空き 変化がないもの
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

11

ひとり暮らし高齢者や要介
護者などに対する福祉・介
護サービスが充実している
と感じている人の割合

市民アンケート「高齢者が住み慣れ
た地域で安心して暮らせる」で「そ
う思う」「どちらかといえばそう思
う」かつ、項目として「ひとり暮ら
し高齢者や要介護者などに対する福
祉・介護サービスが充実している」
と回答した人の数／アンケート回答
総数×100

↑ 32.10% 35.00% 40.00% 32.50% 31.30% 31.40% 35.80% 35.40% 33.70% ×

前年度より減少し、目標値にも及
ばない。介護が必要な高齢者を支
援するために、対象者のニーズを
的確に把握し、適切なサービスを
提供する必要がある。

多様な生活課題事例が増えて
おり、その人に合った多様な
サービスが求められていると
考える。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 7
単 位 指 標 5-1

12
認知症サポーター養成講座
の受講者数

認知症サポーター養成講座の受講者
数(累計)

↑ 2,816人 5,000人 7,000人 7,148人 7,857人 8,836人 9,773人 10,436人 11,029人 〇

受講者数は順調に増加している。
今後も認知症の理解を進めるため
に、啓発活動を継続していく必要
がある。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6
単 位 指 標 4-1

13 認知症予防事業参加者数 認知症予防事業の参加者数 ↑ 624人 700人 800人

739人
(脳の健康
教室300

人、地域介
護予防活動
支援事業

439人)

866人
（脳の健康

教室265
人、コグニ
ウォーキン
グ179人、
活動支援
422人）

661人（コ
グニウォー
キング167
人、脳トレ
いきいき百
歳体操494

人）

566人（コ
グニウォー
キングは新
型コロナ感
染拡大で中
止し、脳ト
レいきいき
百歳体操
566人）

1,158人
（コグニ
ウォーキン
グは新型コ
ロナ感染拡
大で中止
し、脳トレ
いきいき百
歳体操
1,158人）

1,249人
（コグニ
ウォーキン
グ講座4
クール190
人、脳トレ
いきいき百
歳体操
1,059人）

〇
コロナ禍で中止していた講座を再
開できたため、参加者数は増加し
ている。

健康推進課 東海の保健福祉

成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考

14
地域社会で障害者が理解さ
れていると思う人の割合
（まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 48.70% 50.00% 53.70% 47.20% 47.30% 49.00% 51.20% 51.70% 48.80% ×

障害者数の増加や支援制度の普及
等により、日常生活において障害
を意識する機会は増加しており、
市民全体の障害に対する理解は一
定程度、進んでいると考えるが、
障害者の社会参加を更に促進する
ためにも、継続的に障害に対する
理解を深める取り組みを行う必要
がある。

日常生活で障害を意識する機
会が比較的少ない30代から50
代の方からの回答が影響した
ものと考える。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 8

15
障害者の福祉サービスが
整っていると思う人の割合
（まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 48.80% 50.00% 55.00% 49.00% 46.80% 50.50% 52.60% 53.40% 49.40% ×

福祉サービスはニーズが増加し続
けており、今後は関係団体と協力
して各種福祉サービスが安定的に
提供できる体制づくりと福祉人材
の確保等を行っていく必要があ
る。

福祉事業所数は増加してきた
ものの、居住系サービス事業
所が不足しており、利用を考
える障害者の親世代のニーズ
が充足されていないことが要
因と考える。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 9

16

障害者やその家族からの相
談を支援する体制が整って
いると思う人の割合
（まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 45.30% 48.90% 51.00% 45.90% 45.10% 48.00% 50.80% 51.30% 46.90% ×

障害者相談支援センターの認知度
が上がってきた一方で、相談員数
は変わっていないため、相談ニー
ズに応えきれないケースも発生し
ている。増え続ける相談ニーズに
対応するため、相談支援体制の強
化を図る必要がある。

相談ニーズに対し、相談体制
が不十分だったことが要因と
考える。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 10

17

さまざまな立場の人が働き
やすい環境が確保されてい
ると思う人の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 37.60% 40.00% 48.00% 45.10% 47.30% 45.80% 49.40% 48.60% 47.90% ×

数値としては0.7ポイント低下
し、10年後目標値をわずかに下
回ったものの、基準値から順調に
推移している。これは、国による
障害者雇用の義務化が推進される
中、新たに令和5年度以降、5年間
の障害者雇用率の引き上げが公表
されるなど、障害者の適性に応じ
た就労支援や雇用の場などの更な
る整備が必要となったことが要因
として考えられる。今後も目標値
の達成を目指していくためには、
事業主や同じ職場で働く者が、よ
り正しい知識や理解を深めるとと
もに、様々な就労支援事業が必要
である。

国による障害者の法定雇用率
の継続的な引き上げは、未だ
に企業側の理解や関心が薄
く、積極的に取り組んでいる
企業は全体的に見ても少数で
ある。このような中で、数年
間続いたコロナウイルスによ
る行動制限等、ロシアによる
ウクライナ侵攻を発端とした
物価高騰が企業経営を圧迫し
たことにより、就業環境が悪
化し、国の指針に引き続き対
応していくことが、困難と考
える企業が増えたことが要因
の１つとして挙げられる。

商工労政課
第 6次総合計画
指 標 38

数値目標

第３章　障害者支援
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

18
体験学習などを通じて､障
害のことを理解できたと感
じている生徒の割合

児童生徒アンケートで「理解でき
た」「どちらかといえば理解でき
た」と回答した中学生の数／アン
ケート回答総数（中学生）×100

↑ 72.10% 75.00% 78.00% 79.20% 74.70% 79.00% 54.60% 57.00% 71.70% 〇

新型コロナウイルス感染症の影響
で一部中止となっていた福祉体験
教室が再開されたことで数値が改
善したものと考える。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 8
単 位 指 標 6-1

19
障害が理解されていると思
う障害者（その家族）の割
合

市民アンケート「地域社会の中で障
害者が理解されている」で「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」
と回答した人(家族の中に障害者手
帳の交付を受けている方)の数／ア
ンケート回答総数(家族の中に障害
者手帳の交付を受けている方)×100

↑ 46.60% 50.00% 55.00% 48.30% 47.60% 49.20% 44.60% 50.20% 47.10% ×

職業別では学生や自営業が高かっ
た。今後も、各種福祉教室や人権
啓発活動、障害者理解促進事業を
通じて、子供から大人まで理解を
深める機会づくりに取り組む必要
がある。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、制限されていた
福祉施設等でのボランティア
受け入れを徐々に開始した
が、啓発活動が例年通り実施
できず、障害を理解する機会
が不十分だったことが要因と
考える。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 8
単 位 指 標 6-1

20
地域生活支援事業や障害福
祉サービスに関する受給者
証の交付者数

受給者証の延べ交付者数（平成25年
4月1日現在、障害者総合支援法に定
める地域生活支援サービス・障害者
福祉サービス受給者証の交付数）

↑ 482人 530人 570人 940人 966人 995人 1,053人 1,027人 1,067人 〇

障害者数の増加に伴い、福祉サー
ビスはニーズが増加し続けてい
る。今後も受給者証の交付者数は
増加していくと見込まれるため、
今後は関係団体と協力して各種福
祉サービスが安定的に提供できる
体制づくりが必要である。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 9
単 位 指 標 7-1

21
適切な福祉サービスを受け
ていると思う障害者（その
家族）の割合

市民アンケート「障害者への福祉
サービスが整っている」で「そう思
う」「どちらかといえばそう思う」
と回答した人(家族の中に障害者手
帳の交付を受けている方)の数／ア
ンケート回答総数(家族の中に障害
者手帳の交付を受けている方)×100

↑ 51.00% 55.00% 60.00% 50.70% 56.70% 55.80% 54.50% 54.10% 53.50% ×

福祉サービスはニーズが増加し続
けており、今後は関係団体と協力
して各種福祉サービスが安定的に
提供できる体制づくりと福祉人材
の確保等を行っていく必要があ
る。

福祉事業所数は増加してきた
ものの、居住系サービス事業
所が不足しており、利用を考
える障害者の親世代のニーズ
が充足されていないことが要
因と考える。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 9
単 位 指 標 7-1

22
障害者援護扶助費の延べ支
給人数

障害者援護扶助費の延べ支給人数 ↑ 43,624人 49,000人 55,000人 47,194人 47,736人 48,548人 49,621人 49,837人 50,326人 〇

手帳の交付が手当支給要件となる
ため、手帳所持者数の増に併せて
増加している。引き続き、手帳交
付者への支給案内を行っていく。

社会福祉課

23
障害者医療費の延べ受給者
数

障害者医療費の延べ受給者数 ↑ 1,959人 2,060人 2,160人 2,188人 2,296人 2,395人 2,455人 2,539人 2,687人 〇

主に精神障害者医療受給者の増加
により、5年後10年後の目標値を
達成し上昇傾向で推移している。
障害者医療費助成 1,167人
精神障害者医療費助成 1,520人

国保課

24 手話通訳派遣の件数 手話通訳派遣の件数 ↑ 54件 65件 75件 135件 71件 90件 65件 43件 48件 〇
前年度より増加しているが、目標
値には達していないため、今後も
広く周知を行う。

社会福祉課

25 手話奉仕員等の登録者数
手話奉仕員等の登録者数
平成30年度からは手話奉仕員養成講
座の延べ修了者数

↑ 34人 40人 50人 35人 54人 63人 63人 75人 90人 〇

前年度より15人増加しており、手
話奉仕員養成講座の修了者が、ボ
ランティア活動などで継続的に活
躍できる場があることで、登録者
数が増加しているものと考える。

社会福祉課

26
障害者相談支援センターに
寄せられた相談件数

１年間に障害者相談支援センターに
相談があった件数（障害者総合支援
法に定める相談支援事業）

↑ 2,112件 2,300件 2,500件 8,218件 7,974件 9,435件 11,119件 12,314件 11,842件 ×

相談件数は前年度に比べ減少して
いるが、障害者本人だけでなく、
世帯で複数の課題を抱える困難
ケースが増加しており、相談支援
に対するニーズは高い傾向が続い
ている。今後も、増え続ける相談
ニーズに対応するため、相談支援
体制の強化を図る必要がある。

相談内容が複雑化し、1件の相
談に対して時間を有するケー
スが増えており、より高い専
門性のもと安定的な相談支援
体制を求めているためと考え
る。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 9
単 位 指 標 7-2

27
気軽に相談できる機関があ
る障害者（その家族）の割
合

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人(家族の中に障害者手帳の交付
を受けている方)の数／アンケート
回答総数(家族の中に障害者手帳の
交付を受けている方)×100

↑ 51.00% 55.00% 60.00% 46.40% 51.40% 51.30% 52.40% 55.60% 52.90% ×

障害者相談支援センターの認知度
が上がってきた一方で、相談員数
は変わっていないため、相談ニー
ズに応えきれないケースも発生し
ている。増え続ける相談ニーズに
対応するため、相談支援体制の強
化を図る必要がある。

相談内容が複雑化し、他機関
との連携が必要となり、時間
を有するケースが増えている
ことが要因の一つだと考え
る。

社会福祉課
第 6次総合計画
指 標 9
単 位 指 標 7-2
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

28
就労継続支援事業の利用者
数

就労継続支援事業の利用者数 ↑ 188人 210人 240人 292人 312人 272人 275人 280人 306人 〇

就労継続支援B型事業所が市内に
開所したことで利用者数が増加し
ている。今後も、事業者と連携し
て、就労継続支援を利用しやすい
環境を整備していく必要がある。

社会福祉課

29
福祉施設から一般就労への
移行者数

福祉施設から一般就労への移行者数 ↑ 6人 8人 10人 4人 10人 32人 9人 13人 19人 〇

就労移行支援サービス事業所が県
内で増えており、利用しやすい環
境にある。サービスを利用した障
害者が就職に結びついている。

社会福祉課

30
福祉タクシー等利用券の交
付件数（要介護高齢者分を
除く）

福祉タクシー等利用券の交付件数
（要介護高齢者分を除く）

↑ 899件 1,000件 1,100件 972件 1,096件 1,137件 1,061件 1,126件 1,095件 ×
新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、福祉タクシー等の交付件
数は増減を繰り返している。

新型コロナウィルスの感染拡
大により、通院等の外出を控
えた人が増加したことで利用
件数が減少したものと考え
る。

社会福祉課

31 移動支援の利用者数 移動支援の利用者数 ↑ 176人 200人 220人 194人 201人 185人 172人 157人 150人 ×

新型コロナウイルスの影響によ
り、余暇活動が制限され、サービ
スが利用できない状況が継続して
いたものと考える。

長引くコロナ禍の影響によ
り、サービス情報が浸透して
おらず、新規利用に繋がらな
いケースが増えていると考え
る。

社会福祉課

成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考

32
子育てがしやすいまちであ
ると感じている人の割合
（まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 64.90% 68.00% 76.00% 73.00% 73.00% 71.70% 75.10% 75.60% 75.40% ×

民間保育施設の開所等により、3
歳未満児の保育の受け皿が増加
し、待機児童が0人となったこと
や、行政やメディアの啓発等によ
り、子どもの虐待に関する通報先
の認知度が高まったこと等による
ものと考えられる。

幼児保育課
第 6次総合計画
指 標 11

33
児童館総来館者数
(まちづくり指標)

児童館の年間延べ利用者数 ↑ 134,711人 137,000人 140,000人 127,763人 127,998人 110,133人 57,929人 78,620人 82,683人 〇

新型コロナウイルス感染対策を取
りながら、館運営したため、基準
値を大きく下回っているが、絵本
で親子ふれあい応援事業を始め児
童館の周知等に努めたことによ
り、前年度より増加したと考え
る。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 13

34

地域で子どもを育む活動を
したことのある大人や若者
の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「はい」と回答し
た人の数/アンケート回答総数×100

↑ 23.00% 25.00% 30.00% 25.30% 25.30% 22.40% 25.30% 25.10% 23.40% ×
基準値よりも上回っているが前年
度と比較して、下回っている。

長引く新型コロナウイルス感
染症の影響により、参加意識
が低下したためと考える。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 12

35

さまざまな立場の人が働き
やすい環境が確保されてい
ると思う人の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 37.60% 40.00% 48.00% 45.10% 47.30% 45.80% 49.40% 48.60% 47.90% ×

数値としては0.7ポイント低下
し、10年後目標値をわずかに下
回ったものの、基準値から順調に
推移している。これは、育児・介
護休業法の改正などにより、男性
の育児休業取得や育児・介護が必
要な労働者に対して、労働時間を
柔軟に調整するなど働きやすい環
境が整い始めてはいるものの、物
価高等による家計圧迫が続き、休
職を希望していても収入の減少等
を危惧し、取得しない人が増えた
ことが要因と考えられる。
今後も目標値の達成を目指してい
くためには、職業紹介や労働問題
の相談事業をはじめ、働きやすい
環境整備に向け、関係機関との連
携を図る必要がある。

育児介護休業法の改正によ
り、令和4年度に意向確認の義
務化、令和5年度には取得率の
公表（一定規模以上の企業に
限る）など、国による企業側
の意識改革が進められている
が、依然として男性の育休に
ついては、増加傾向にあるも
のの、女性と比較して未だに
取得期間や取得率に大きな差
がある。また、このような状
況に加え、数年間続いたコロ
ナウイルスによる行動制限
等、ロシアによるウクライナ
侵攻を発端とした物価高騰が
企業経営を圧迫したことによ
り、就業環境が悪化し、休職
による収入の減少等を危惧
し、取得しない人が増えたこ
とが要因と考えられる。

商工労政課
第 6次総合計画
指 標 38

36 保育園の待機児童数
１年間に保育園に入所できなくて待
機している児童の数(４月1日及び１
０月１日現在の待機児童数)

↓ 17人 0人 0人 15人 13人 5人 0人 3人 0人 〇

民間保育施設の開所等により、3
歳未満児の保育の受け皿が、前年
度から31人増加したことによるも
のと考えられる。

幼児保育課
第 6次総合計画
指 標 11
単 位 指 標 8-1

第４章　子育て支援

数値目標
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

37
多様な保育ニーズに対応で
きる場所があると思う人の
割合

市民アンケート「子育てがしやすい
まちである」で「そう思う」「どち
らかといえばそう思う」かつ、理由
として「多様な保育ニーズに対応で
きる場所がある」と回答した人の数
／アンケート回答総数×100

↑ 22.40% 25.00% 30.00% 25.50% 25.50% 27.40% 23.40% 24.70% 25.10% 〇

就労形態の多様化等により、変化
をし続ける保育ニーズに対して、
私立保育所早朝保育等事業費補助
事業、病児・病後児保育事業、幼
児集団活動施設等利用料補助事業
等の各種取組が効果を上げている
ものと考えられる。

幼児保育課
第 6次総合計画
指 標 11
単 位 指 標 8-1

38 特別支援保育在園者数 特別支援保育在園者数 ↑ 65人 105人 120人 102人 113人 107人 95人 121人 121人
保護者や社会の意識変化により対
象児童の把握が進んでいることが
要因であると考えられる。

幼児保育課

39 子育てメルマガ登録者数 子育てメルマガ登録者数 ↑
2017年度
1,402人

― 1,600人 1,402人 1,602人 1,847人 2,923人 3,470人 3,801人 〇

メルマガ登録者数は順調に推移
し、10年後目標値を達成してお
り、子育て支援情報を得るための
手段として活用されていると考え
られる。

女性・子ども
課

40
子ども医療費受給者証交付
件数

子ども医療費受給者証交付件数 ↑ 17,121件 17,800件 17,800件 17,682件 17,474件 17,183件 16,923件 16,706件 19,244件 〇
令和4年4月1日より高校生の通院
の助成が拡大し受給者が増加した
もの。

国保課

41
ひとり親家族等への就業相
談件数

↑
2017年度

49件
― 57件 49件 43件 24件 20件 27件 25件 ×

相談件数は悪化傾向であるが、必
要な方に適切な支援を行うため、
制度の周知やハローワークと連携
して就労支援につなげた。

長引く新型コロナウイルス感
染症の影響により、窓口での
相談ではなく、電話による相
談が増えたためと考える。

女性・子ども
課

42

2年以内に結婚又は妊娠・
出産・子育て、家族の介護
や看護を理由に退職した女
性の割合

↓ 28.80% ― 27.00% 52.60% 52.40% 35.70% 26.70% 24.40% 25.00% ×

基準値を下回る値で推移してい
る。20代の妊娠・出産・子育てを
理由に離職する女性は減少傾向で
あるが、50代以上の介護や看護を
理由に離職する女性が増加傾向に
あるため、引き続き制度の周知・
啓発、職場環境の推進が必要であ
る。

少子高齢化に伴い、介護や看
護を理由に離職する女性が増
えているためと考える。

女性・子ども
課

43
男女共同参画に関する取り
組みを行っている事業所の
割合

↑ 61.80% 70.00% 80.00% 71.10% 71.70% 69.40% 71.40% 72.90% 78.60% 〇

制度ごとの取組み事業所数は増え
ていることから、事業所におい
て、従業員の働きやすい環境整備
の意識は高まっていると考える。

女性・子ども
課

44
育児について、夫婦で協力
し合っている人の割合

↑ 35.00% 45.00% 50.00% 33.70% 32.20% 33.40% 38.40% 35.70% 39.80% 〇

基準値を上回っており、改善傾向
にあるため、夫婦で育児を協力す
るよう講座等でさらなる意識啓発
を行う必要がある。

女性・子ども
課

45
結婚応援サポーターの登録
数

結婚応援サポーターの登録数 ↑
2017年度

72件
― 90件 72件 80件 85件 83件 80件 82件 〇

前年度より微増。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により停滞して
いた活動が、少しずつ回復してき
たと考えられる。

女性・子ども
課

46 結婚祝い金の件数 結婚祝い金の件数 ↑ 3件 4件 5件 3件 1件 0件 2件 0件 1件 〇
事業周知に努めたことにより、支
給要件を満たす方が本市に居住を
決めたため。

女性・子ども
課

47
子育てに関して気軽に相談
できる機会があると思う人
の割合

市民アンケートで「子育てがしやす
いまちである」で「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」かつ、理
由として「子育てに関して気軽に相
談できる機会がある」と回答した人
の数／アンケート回答総数×100

↑ 17.00% 20.00% 30.00% 13.80% 14.30% 15.70% 13.80% 13.20% 13.20%

新型コロナウィルス感染症の影響
から、支援センター等の利用控え
等により、相談機会が減少したた
め、基準値を下回っていると考え
る。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 11
単 位 指 標 8-2

48
ゆったりとした気分で子ど
もと過ごせる人の割合

４か月児、１歳６か月児、３歳児健
康診査の問診項目

↑ 78.10% 80.00% 83.00% 82.80% 82.50% 84.10% 84.30% 83.77% 82.75% ×

乳幼児健診で「ゆったりとした気
分で子どもと過ごせる」と答えた
人は前年度より1.02ポイント低下
しているが、基準値からは4.65ポ
イント上昇している。健診別では
乳児健診で89.73％と最も高く、1
歳6か月児健診で83.21％、3歳児
健診で75.12％と年齢が大きくな
るにつれ減少し、3歳児では基準
値より2.98ポイント下回ってい
る。

新型コロナウィルスの感染拡
大により、外出や遊びの場
が、減少したことによる低下
と考えられる。一方、子育て
支援サービスの定着により基
準値から上昇していると考え
られる

健康推進課
母子健康診査マ
ニ ュ ア ル
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

49
子どもへの虐待に関する通
報先を知っている人の割合

市民アンケートで「はい」と回答し
た人の数／アンケートの回答総数×
100

↑ 20.90% 30.00% 40.00% 23.00% 24.20% 25.70% 26.10% 24.30% 23.60% ×

基準値よりも上回っているが、伸
び悩んでいる。
広報や情報誌等により、一定の啓
発効果があるものの、市民の認知
度は低い傾向にあるため、より効
果的な啓発に努める。

啓発が目に留まらなかったた
め、減少したと考える。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 11
単 位 指 標 8-3

50 虐待発生件数
1年間に通報された件数のうち家庭
児童相談室が虐待と認定した件数

↓ 28件 25件 20件 72件 87件 143件 125件 142件 128件 〇

前年度よりも改善したものの、先
行き不透明な社会情勢等による家
庭への過度なストレス等により、
基準値を大きく上回っていると考
える。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 11
単 位 指 標 8-3

51
児童館利用者数（児童を除
く。）

この1年間で児童館に来館した大人
のうち子どもに関わる活動に携わっ
た人数

↑ 35,627人 44,000人 52,400人 32,657人 34,976人 31,117人 17,684人 23,168人 24,344人 〇

新型コロナウイルス感染対策を取
りながら、館運営したため、基準
値を大きく下回っているが、絵本
で親子ふれあい応援事業を始め児
童館の周知等に努めたことによ
り、前年度より増加したと考え
る。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 13
単 位 指 標 9-1

52
地域の大人や若者が関わっ
た児童館行事数

この1年間で地域の大人や若者が関
わった児童館行事数

↑ 164日 199日 234日 187日 173日 117日 72日 169日 169日

新型コロナウイルス感染対策を取
りながらも、積極的に行事を実施
したため、前年度と同程度である
が、基準値は上回っている。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 13
単 位 指 標 9-1

53
ファミリー・サポート・セ
ンター利用件数

ファミリー・サポート・センター利
用件数

↑
2017年度
1,476件

― 1,500件 1,476件 2,066件 1,827件 1,427件 521件 155件 ×
新型コロナウイルス感染症の影響
により、利用者が減少した。

新型コロナウイルス感染症の
影響による預かりや送迎の
減、利用控えがあったと考え
る。

女性・子ども
課

54
身近に子どもの遊び場があ
ると思う人の割合

市民アンケートで「子育てがしやす
いまちである」で「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」かつ、理
由として「身近に子どもの遊び場が
ある」と回答した人の数／アンケー
ト回答総数×100

↑
2017年度
40.40％

― 43.00% 40.40% 41.50% 40.50% 47.50% 44.20% 47.30% 〇
児童館及び児童遊園を適切に管理
しているため、基準値及び前年度
よりも改善している。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 12
単 位 指 標 9-2

55
市や地域が開催した親子又
は子ども対象の事業が充実
していると思う人の割合

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 55.50% 60.00% 65.00% 60.50% 61.90% 61.50% 64.00% 61.30% 62.50% 〇
基準値よりも改善しており、引き
続き、親子又は子ども対象の事業
を進める必要がある。

女性・子ども
課

第 6次総合計画
指 標 12
単 位 指 標 9-2

成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考

56
地域活動・市民活動を身近
に感じている人の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 48.00% 50.00% 53.00% 50.00% 51.10% 47.90% 45.60% 46.10% 42.40% ×

まちづくり指標は、基準値から
5.6ポイント低下しており、年齢
別では65歳代以上の数値の低下が
顕著である。これは、新型コロナ
ウイルス感染症をはじめ少子高齢
化、定年延長等の社会環境の変化
により、若い世代に限らず高齢者
の地域活動への参加が困難になっ
ていることが主な要因と考える。
今後もコミュニティを市の重要な
パートナーとして、地域交流の推
進をはじめ福祉や防災等の課題を
各種団体等と連携・協力し、地域
が主体的に解決する仕組みづくり
を進めていく。

市民生活の多様化や社会環境
の変化によって地域活動の展
開が縮小していると想定。

市民協働課
第 6次総合計画
指 標 46

第５章　地域福祉

数値目標
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

57
健康づくりの取り組みをし
ている人の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「はい」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 49.90% 53.00% 61.00% 57.20% 57.20% 55.90% 56.00% 60.30% 56.40% ×

健康づくりの取り組みをしている
人の割合は、前年度より3.9ポイ
ント悪化しているものの、基準値
からは、6.5ポイント上昇してい
る。年齢別では65～74歳で67.9%
と最も高く、めざそう値を超える
一方で、20歳～29歳で8.2ポイン
ト悪化し43.9%となっている。

長期化する新型コロナウイル
スの影響により、健康づくり
の取り組みをしている人の割
合が減少したと考える。

健康推進課
第 6次総合計画
指 標 3

58

地域、市などが連携し、災
害時に備えていると思う人
の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 52.00% 55.00% 69.00% 64.80% 61.20% 63.50% 65.10% 62.60% 61.60% ×

人命救助や避難所運営に必要な資
機材をいざという時に取り扱うた
めの訓練など、地域と市が連携し
て実践的な防災活動に取り組んだ
が、十分に市民の実感に繋がって
いないことが数値の悪化要因と考
える。

新型コロナウイルス感染症の
影響で、防災啓発や地域防災
訓練などの活動に十分取り組
めなかったため。

防災危機管理
課

第 6次総合計画
指 標 33

59

子ども、高齢者、障害者な
どが安全に移動できる道路
が整備されていると思う人
の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 32.90% 35.00% 40.00% 37.10% 38.70% 38.50% 41.80% 40.80% 40.60% ×

施策全体の進捗は改善傾向であ
り、10年後目標値を超えている状
況である。
幹線道路や土地区画整理事業の整
備が進捗したことや、橋梁の維持
修繕等により安全性を維持したこ
との要因が考えられる。

過年度と比較し、道路及び歩
道の整備進捗の遅れが数値の
悪化の要因の１つと考えられ
る

土木課
第 6次総合計画
指 標 41

60

買い物、通勤、通学などの
日常生活の移動がしやすい
と思う人の割合
(まちづくり指標)

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 55.70% 58.00% 60.50% 57.30% 60.10% 56.20% 63.80% 61.10% 60.40% ×

10年後目標値と近い数字となって
おり、
幹線道路や土地区画整理事業の整
備が進捗したことの要因が考えら
れる。

過年度と比較し、道路及び歩
道の整備進捗の遅れが数値の
悪化の要因の１つと考えられ
る

土木課
第 6次総合計画
指 標 42

61
地域支えあい活動の登録団
体数

地域支えあい活動に登録している団
体数

↑ 2団体 25団体 50団体 22団体 22団体 23団体 25団体 26団体 26団体 　
地域支えあい活動が周知され、各
地域においても活動の必要性が認
められた。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6
単 位 指 標 4-1

62
地域支えあい活動の登録人
数

地域支えあい活動に登録者数 ↑ 60人 625人 1,250人 479人 480人 498人 525人 490人 496人 〇
地域支えあい活動が周知され、各
地域においても活動の必要性が認
められた。

高齢者支援課
第 6次総合計画
指 標 6
単 位 指 標 4-1

63
ボランティアセンター登録
者数

ボランティアセンター登録者数 ↑ 2,355人 2,430人 2,530人 2,181人 2,082人 2,071人 2,052人 1,569人 1,545人 ×
令和3年度のコロナ禍による減少
から、依然として増加の傾向が見
られない。

コロナ禍による地域活動の減
少や受け入れ先の活動中止、
ボランティアの高齢化による
ものが考えられる。

社会福祉協議
会

64
年に１回は健康診断を受け
ている人の割合

市民アンケートで「はい」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 72.80% 75.00% 80.00% 77.10% 75.10% 75.50% 76.10% 78.40% 78.40%

年に1回は健康診断を受けている
人の割合は、前年度と変化がな
く、基準値からは5.6ポイント上
昇している。前年度と比較して年
齢別では16～19歳が37.7％から
53.1％に、職業別では学生が
48.8％から56.2％に上昇し、若い
世代に改善が見られた。

健康推進課
第 6次総合計画
指 標 3
単 位 指 標 1-2

65
災害時避難行動要支援者名
簿外部提供者数

町内会・自治会等に情報提供するこ
とを同意した人の数

↑ なし 2,400人 2,750人 794人 822人 833人 924人 937人 918件 ×

前年度に比べ19人減となってい
る。災害時の避難支援を円滑に行
うため、避難行動要支援者に対
し、引き続き、制度の周知を行っ
ていく必要がある。

個人情報保護の観点から、情
報提供することに不同意の方
が増加したため。

社会福祉課

66 福祉避難所の協定箇所数 福祉避難所の協定箇所数 ↑ 0箇所 6箇所 10箇所 14箇所 14箇所 14箇所 15箇所 15箇所 16箇所 〇

積極的な協定締結を行ったこと
で、一箇所追加を行った。今後
も、体制を強化できるよう協定締
結を進めていく。

社会福祉課

67 成年後見相談件数 成年後見相談件数 ↑ 563件 750件 1,000件 511件 369件 395件 595件 428件 394件 ×
近隣市町に比べ相談件数は多いが
数値は悪化した。制度の周知を図
る必要があると考える。

相談先が権利擁護支援セン
ターのみであったが、後見制
度が理解されていく中で、市
民の相談先が増えたことで相
談件数が減少した。

社会福祉課
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成果指標算出方法 方向性 基準値
5年後
目標値

10年後
目標値

平成29年度
現状値

平成30年度
現状値

令和元年度
(平成31年
度)現状値

令和２年度
現状値

令和３年度
現状値

令和４年度
現状値

令和３年度
に対しての

変化
評価・分析 数値が悪化した理由 担 当 課 等 備 考指標

68
日常生活自立支援事業利用
者数

日常生活自立支援事業利用者数 ↑ 34人 45人 55人 17人 14人 12人 14人 13人 26人 〇
契約者が増加。精神障がい者が増
えており、社会的な背景も見受け
られる。

組織内の体制を強化。関係機
関との連携も強まり、相談や
契約者数が増加したと考えれ
る。

社会福祉協議
会

69 ひきこもり延べ相談件数 ひきこもり延べ相談件数 ↑ 169件 180件 200件 597件 419件 415件 317件 594件 671件 〇

相談のアセスメント力が上がった
ことで件数の増加につながった。
また、新型コロナウイルス感染症
が落ち着いてきたことが件数の増
加につながったと考える。

社会福祉課

70
ひきこもり居場所延べ利用
件数

ひきこもり居場所延べ利用件数 ↑ 1,149件 1,200件 1,300件 1,289件 1,090件 876件 732件 1,358件 1,862件 〇

居場所でのプログラムに就労準備
支援として内職作業を取り入れた
ことから、利用者が役割や目的を
持つことができるようになり、件
数の増加につながった。また、新
型コロナウイルス感染症が落ち着
いてきたことも増加の要因と考え
る。

社会福祉課

71 虐待認定の割合
障害者虐待認定数／障害者虐待通報
数

↓ 0.065% 0.060% 0.055% 64.70% 46.66% 35.71% 36.36% 58.00% 45.83% 〇

前年度より数値は改善したもの

おり、今後も引き続き、虐待対策
が必要と考える。

社会福祉課

72 自殺死亡率
厚生労働省の地域における自殺の基
礎資料（自殺日・住所地）

↓
2017年度

17.50
― 14.52 ― 15.73 9.57 20.86 17.44 13.20 〇

令和２年度以降、新型コロナウィ
ルスによる社会情勢の不安解消に
より、突発的な自殺者が減少した
ものと考えられる。

社会福祉課

73
歩道の設置が十分だと思う
人の割合

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 28.80% 30.00% 35.00% 31.60% 32.90% 33.60% 36.30% 35.00% 34.30% ×

10年後目標値と近い数字となって
おり、幹線道路や土地区画整理事
業により、歩車分離がなされ、安
全性が向上したことが要因と考え
られる。

過年度と比較し、道路及び歩
道の整備進捗の遅れが数値の
悪化の要因の１つと考えられ
る

土木課
第 6次総合計画
指 標 41
単 位 指 標 30-1

74
らんらんバスの年間利用者
数

らんらんバスの年間利用者数 ↑ 290,880人 340,000人 365,000人 437,928人 439,172人 439,646人 299,366人 284,764人 307,202人 〇

新型コロナウイルス感染症の影響
により昨年は減少していたが、コ
ロナ禍においても経済活動が循環
し始めたことにより、利用者増に
つながっている。

交通防犯課

75
鉄道やバスなどの公共交通
機関が利用しやすいと思う
人の割合

市民アンケートで「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と回答し
た人の数／アンケート回答総数×
100

↑ 49.00% 55.00% 60.00% 49.80% 51.00% 50.90% 52.70% 49.50% 52.20% 〇

利用者によるニーズの変化はある
ものの、コロナ禍においても経済
活動が循環し始めたことにより、
利用割合が増につながっている。

交通防犯課
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第１章 計画策定について 

１ 計画策定の趣旨 

本市では、福祉施策を総合的かつ計画的に推進するために、平成５年度（１９９３

年度）に第１次東海市総合福祉計画を策定し、それ以降１０年ごとに計画を策定して、

その時代に合った、高齢、障害、子育て支援及び地域福祉の分野を柱に総合的な福祉

の計画として福祉施策の推進を図ってきました。 

しかし、時代の中で複雑的かつ複合的な課題を抱えている人や世帯が増え、分野別

の施策の推進では対応が難しくなってきたため、これまでの、高齢、障害、子育て支

援及び地域福祉という分野別で整理するのではなく、包括的な支援体制を構築し、誰

一人取り残さない地域となるための施策を推進する計画として、第４次東海市総合福

祉計画（以下、「本計画」という。）を策定します。 

 

 

 

  

イラスト 
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２ 地域福祉を取り巻く現状と課題 

我が国の福祉制度や政策は、子ども・障害者・高齢者といった対象者の属性や状態、

課題ごとに制度を設け、サービス提供や専門的支援体制の構築を進めることで、その

内容は、質量ともに充実してきました。 

しかし、令和２年（２０２０年）の国勢調査において、我が国の高齢化率は２８．

６％、年少人口は１１．９％と少子高齢化や平均世帯人数が２．２１人と核家族化が

進んでおり、将来の人口推計は、令和１３年（２０３１年）に人口が１億 2千万人を

下回り、その後も減少を続け、令和３８年（２０５６年）には１億人を割り込むと推

計されています。本市においても、高齢化率は２２．２％と国の値よりは低いものの、

緩やかに少子高齢化が進んでいます。そのため、地域福祉においては、担い手不足や

活動者の高齢化、地域の支え合い機能の低下といった課題に直面することについて考

え、取り組んでいくことが重要です。 

平成２８年（２０１６年）に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の中で

は、すべての人が地域・暮らし・生きがいをともに創り、高め合うことができる「地

域共生社会」の実現に向けて、地域のあらゆる住民が役割を持ち自分らしく生き、活

躍できる地域コミュニティの育成等を推進することが示されました。 

地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係

を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し「人と人」「人と資源」が世代や分野

を超えてつながることにより、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創

っていく社会とされています。地域共生社会の実現に向けて、これまで以上に、住民

を始め地域における関係団体、社会福祉協議会、行政が連携し、地域の課題解決に向

けて取り組んでいくことが必要であり、生活困窮やひきこもりなど、既存の制度の枠

組みに当てはまらない課題や、高齢の親と無職の子どもの家庭等のいわゆる「８０５

０問題」や介護と子育てを同時に行う「ダブルケア」、子どもが大人の代わりに家事や

家族の世話などを日常的に行う「ヤングケアラー」など、複数の課題を抱えている状

況が生じています。これまでのような対象者ごとの縦割りの制度による公的なサービ

スだけでは支援が難しい状況となっており、縦割りを超えて共に支えていくことが重

要です。 

平成２９年（２０１７年）に社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下、「法」と

いう。）の一部が改正され、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念や、市町村によ
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る包括的な支援体制づくり、福祉分野における共通して取り組む事項を定めた地域福

祉計画を地域福祉の推進に関する上位計画・基盤計画として位置づけることとなりま

した。 

 地域生活課題を抱える地域住民について、本人の生活状況やこれまで生きてきた歴

史、取り巻く環境やサービスの利用状況等を踏まえ、地域福祉を推進するために必要

な環境を重層的に支援できるよう、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向

けた支援」の３つを、高齢、障害、子ども、生活困窮など分野を横断的かつ一体的に

実施する重層的支援体制整備事業（以下、「重層事業」という。）が創設されました。

本市においても令和３年度（２０２１年度）から重層事業を開始し、分野を問わず、

本人を包括的に地域全体で受け止め、支援する体制の整備に取り組んでいます。 

この体制整備に向けた取り組みは、平成２６年度（２０１４年度）から推進している

地域包括ケアシステムの構築を基本とし、その中で提唱してきた「０歳から１００歳

までの地域包括ケア」を普遍化させており、本計画においても、引き続き０歳から１

００歳までの包括的支援体制の構築を目指し、分野横断的に福祉全体の施策を展開す

るため、福祉分野の最上位計画である総合福祉計画（地域福祉計画）を策定するもの

です。 
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３ 計画の位置づけ 

 本計画は、「第７次東海市総合計画（以下、「総合計画」という。）」の基本理念や目

標、施策の方向性を踏まえ、地域における福祉施策を総合的かつ計画的に推進するも

のです。 

 なお、本計画は法第１０７条に基づく「地域福祉計画」として、また老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の８に基づく「高齢者福祉計画」、障害者基本法（昭

和４５年法律第８４号）第１１条に基づく「障害者計画」、自殺対策基本法（平成１８

年法律第８５号）第１３条第２項に基づく「自殺対策計画」及び再犯防止推進法（平

成２８年法律第１０４号）第 8条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」を包含す

るもので、本計画の推進にあたっては、福祉の分野別計画（介護保険事業計画、障害

福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、成年後見制度利用促進計画）やその他関連

計画との連携を図りながら、本市の福祉向上を目指すものです。 

 また、地域福祉推進の要である社会福祉法人東海市社会福祉協議会（以下、「市社

協」という。）が核となり地域における福祉活動を行えるよう、市社協が具体的な活

動内容を定めた地域福祉活動計画についても、本計画と一体的に策定するものです。 

 

  

計画の体系図

　　

★別に計画を策定しているもの
※重層的支援体制整備事業実施計画などの各種実施計画と調整を図りながら実施するもの

第４次総合福祉計画

第７次総合計画

第４次総合福祉計画(地域福祉計画）
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４ 計画期間 

 本計画は、総合計画と合わせ、令和６年度（２０２４年度）から令和１５年度（２

０３３年度）の１０年間を計画期間とします。 

 なお、中間見直しを令和１０年度（２０２８年度）に行います。 

 

  

計画名 期間 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

総合計画 10年

総合福祉計画 10年

子ども子育て支援事業計画 5年

障害福祉計画・障害児福祉計画 3年

介護保険事業計画 3年

成年後見制度利用促進計画 5年

第４次東海市総合福祉計画と SDGｓの関係 

 

SDGｓは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、平成 

２７年（２０１５年）９月の国連サミットで採択されました。 

持続可能な開発のための「２０３０アジェンダ」において記載された令和１２年 

までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。１７のゴールと１６９の 

ターゲットから構成され地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っており、普遍的

なものとしてすべての国で取り組みが進められています。 

SDGｓが掲げる目標や方向性は地域生活課題の解決に資するものであることから、

本市では、第４次東海市総合福祉計画において、基本目標や施策と SDGｓとの関連

を明らかにし、SDGｓの目標をふまえて推進していきます。 
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５ 基本理念 

 

 

本計画では、別で策定されている分野別計画の障害福祉計画・障害児福祉計画の理

念「障害が理解され障害者が自らの意思で地域の中で暮らすまち東海市」及び、子ど

も・子育て支援事業計画の理念「すべての子どもと家庭をしあわせにする まちづく

り」を包含し、本市の地域福祉の目指すまちの姿を基本理念とします。 

この基本理念の下、市民一人ひとりがお互いのことを理解し、認め合い、思いやる

心を持ちながら、人と人が出会い、地域でつながり支え合うことで、誰もが安心して

暮らすことのできるまちづくりを目指し、地域福祉の推進をしていきます。 

 

６ 基本目標 

〇基本目標１ 誰もがつながりを持ち、地域で支え合っている 

 包括的支援体制が確立され、相談支援・参加支援・地域づくりを一体的に行う中で

お互いを気に掛け合い、支え合っている状態を目指すため、相談支援体制の充実や地

域での支え合い活動の推進、福祉教育の充実を図っていきます。 

 

〇基本目標２ 一人ひとりが役割を持ち、安心して自分らしく生活している 

個別支援体制が整備され、障害の有無や年齢に関わらず一人ひとりの命が守られ、

誰一人社会的に孤立せず、地域で安心して生活している状態を目指すため、社会的孤

立や虐待対応、障害者やひきこもりの就労的支援などに取り組み、各種福祉サービス

の充実をはじめ、福祉避難所や避難行動要支援者に対する体制整備を進めていきます。 

 

〇基本目標３ 子どもたちの健やかな育ちを、地域で支え合っている 

子どもの置かれている状態に関わらず、すべての子どもの権利が保障され、子ども

を中心とした地域で支え合いのもと、子どもたちが健やかに成長している状態を目指

すため、こども家庭センター機能の充実をはじめ、妊娠期からの切れ目のない支援、

発達支援体制の構築、保育環境の整備、居場所の充実などを進めていきます。  

「おもい つながり ささえあう」 



基本目標

基本理念

おもい　つながり　ささえあう

1 2 3

誰もがつながりを持ち、
地域で支え合っている

一人ひとりが役割を持ち、
安心して自分らしく生活している

子どもたちの健やかな育ちを、
地域で支え合っている

7 8 9

気軽に相談できる体
制を強化します

コミュニティの中で
支え合える体制を整
備します

一人ひとりの生活に
ついて考える機会を
増やします

市民の権利をまもり社
会とのつながりが持て
るよう支援します

すべての市民が役割を
持ち参加できる機会を
増やします

安心して生活できる
よう身近な場所で支
援します

1 2 3 4 5 6

子どもや家庭が元気
に育つ環境を整備し
ます

１-１ １-２ １-３ ２-１ ２-２ ９-２７-３ ８-１ ９-１

思
い
や
り
の
心
を
育
む
機
会
を
増
や
し
ま
す

誰
も
が
意
思
や
意
向
を
発
信
で
き
る
機
会
を
増
や
し
ま
す

社
会
的
孤
立
を
防
ぐ
た
め
社
会
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

７-２

地
域
の
中
で
豊
か
な
体
験
や
遊
び
が
で
き
る
居
場
所
を
充
実
さ
せ
ま
す

子
ど
も
・
若
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
充
実
さ
せ
ま
す

多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
保
育
環
境
を
整
備
し
ま
す

３-１ ３-２ ７-１３-３ ４-１ ４-２ ４-３ ４-４ ６-１ ６-２５-２ ６-３

重点項目

施策

８-２ ８-３５-１

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
充
実
さ
せ
ま
す

子
ど
も
の
成
長
と
家
庭
を
見
守
り
支
え
合
う
人
を
増
や
し
ま
す

民
間
等
と
連
携
し
活
躍
で
き
る
場
を
充
実
さ
せ
ま
す

子
ど
も
の
権
利
を
守
り
安
心
で
き
る
生
活
を
支
援
し
ま
す

子
ど
も
の
発
達
支
援
体
制
を
整
備
し
ま
す

５-３

子ども・子育て世代
への支援を充実させ
ます

支援を必要とする子ど
も・若者・家庭への支援
体制を充実させます

包
括
的
に
世
帯
全
体
を
受
け
止
め
る
相
談
支
援
体
制
を
整
備
し
ま
す

地
域
の
中
で
気
軽
に
相
談
で
き
る
環
境
を
整
備
し
ま
す

お
互
い
を
尊
重
し
正
し
く
理
解
す
る
機
会
を
増
や
し
ま
す

推
進
項
目

福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
を
充
実
さ
せ
本
人
や
家
族
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

気
軽
に
外
出
で
き
る
支
援
体
制
を
充
実
さ
せ
ま
す

災
害
や
緊
急
時
に
支
援
・
配
慮
が
必
要
な
人
が
安
心
で
き
る
体
制
を
整
備
し
ま
す

妊
娠
期
か
ら
子
ど
も
と
家
庭
へ
の
相
談
支
援
を
充
実
さ
せ
ま
す

虐
待
を
防
止
し
権
利
擁
護
の
体
制
を
整
備
し
ま
す

命
の
大
切
さ
を
学
び
本
人
や
周
り
の
人
を
支
え
ま
す

再
犯
防
止
や
更
生
に
向
け
支
援
し
ま
す

仲
間
と
一
緒
に
地
域
活
動
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

身
近
な
場
所
で
気
軽
に
集
い
交
流
で
き
る
場
を
充
実
さ
せ
ま
す

多
職
種
が
つ
な
が
り
合
う
相
談
支
援
体
制
を
整
備
し
ま
す

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
中
で
見
守
り
支
え
合
う
体
制
を
整
備
し
ま
す

福
祉
に
携
わ
る
人
材
を
育
て
活
躍
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

包括的な相談支援体制の構築 多様な主体が参加できる地域づくり 若者支援を中心とした孤独・孤立対策 災害に備えた福祉の体制づくり

７ 施策体系

７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８
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第２章 データから見る東海市の地域福祉 

令和５年（２０２３年）４月１日現在の人口は１１３，５７２人となっています。 

 本市の人口構成の特徴としては、６５歳以上高齢者の割合は上昇、年少人口割合は

減少しており少子高齢化が緩やかに進んでいます。生産年齢人口割合については、

徐々に増加しています。 

 

 

 

出典：第７次東海市総合計画の数値より改編 

将来人口 

 
 実績値 

 推計値 
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出生数は、平成２３年（２０１１年）から平成２８年（２０１６年）にかけて１，

２００人台で推移してきましたが、平成２９年（２０１７年）からは減少傾向にあり

ます。また、合計特殊出生率の推移をみると、愛知県や全国の値と比較して高い水準

で推移していますが、低下傾向となっており、その差は小さくなっています。 

 

本市の世帯数は年々増加していますが、平均世帯人数は減少傾向にあります。また、

６５歳以上の高齢単身世帯及び高齢夫婦世帯数の割合は年々増加しています。 
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身体障害者手帳保持者数は横ばいですが、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳保持者

数は増加しています。 

 地域生活支援事業支給決定者数は横ばいですが、障害福祉サービス等受給者数は増

加傾向にあります。 

 

  

 

H30 R1 R2 R3 R4

１８歳未満 73 80 74 67 65

１８歳以上 3,529 3,563 3,556 3,597 3,575

小計 3,602 3,643 3,630 3,664 3,640

１８歳未満 281 314 324 334 357

１８歳以上 620 613 636 672 699

小計 901 927 960 1,006 1,056

精神障害者
保健福祉手帳

小計 710 825 895 959 1,114

5,213 5,395 5,485 5,629 5,810

身体障害者
手帳

療育手帳

年　度

合計



12 

 

 要支援１から要介護５の人の総数及び第１号被保険者数に占める割合（認定率）は

年々増加しています。また、認知症高齢者数（自立度※Ⅱ以上）は令和２年（２０２

０年）に急増し、その後は横ばいとなっています。 
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保育所等入所児童数は、少子化により入所児童数は減少傾向にありますが、入所率

は増加傾向にあり、令和４年（２０２２年）の３歳未満児の入所率は３割近くなって

います。 

 

相談件数は高齢者相談支援センターと障害者相談支援センターの件数が大多数を

占めています。 

 

 

保育所等入所児童数

平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
合計 6,874 6,737 6,505 6,203 5,928

3歳未満児 3,440 3,283 3,137 2,920 2,841
3歳以上児 3,434 3,454 3,368 3,283 3,087
0～5歳児計 2,564 2,595 2,625 2,543 2,488
（入所率） 37.30% 38.52% 40.35% 41.00% 41.97%

0歳 71 46 57 51 55
1歳 330 342 326 330 320
2歳 474 465 458 425 440

3歳未満児計 875 853 841 806 815
（入所率） 25.44% 25.98% 26.81% 27.60% 28.69%

3歳 508 569 567 530 522
4歳 585 571 610 585 559
5歳 596 602 607 622 592

3歳以上児計 1,689 1,742 1,784 1,737 1,673
（入所率） 49.18% 50.43% 52.97% 52.91% 54.20%
入所児童数 2,470 2,433 2,331 2,234 2,103

うち延長保育 1,662 1,614 1,564 1,524 1,454
利用割合 67.3% 66.3% 67.1% 68.2% 69.1%

うち早朝保育 710 714 682 685 617
利用割合 28.7% 29.3% 29.3% 30.7% 29.3%

うち特別支援保育 113 107 95 121 122
利用割合 4.6% 4.4% 4.1% 5.4% 5.8%

区分

就学前
児童数

保育所等入
所児童数
（広域入所
2・3号）

うち市立保
育園

出典：幼児保育課 
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近年の虐待相談・通報総件数は、全体で２２０件前後を推移し、約６割が児童虐待

に関する相談・通報件数となっています。 

 

 

 成年後見受任者数は令和２年（２０２０年）までは増加しており、令和２年（２０

２０年）以降は横ばいとなっています。 
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 全国の自殺者数が微減した令和元年（２０１９年）は、東海市においても自殺者数

が減少しています。 

 

 

 

 

全国の刑法犯検挙者数は減少していますが、再犯者率は横ばいとなっています。東海

警察署管内においても刑法犯検挙者数は減少傾向にありますが、再犯者率は年により

ばらつきが見られます。 
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２ 地域の捉え方 

 地域生活課題やニーズは多様化・複雑化しており、その内容に応じて必要なエリア

により支援していく必要があります。ここでは、市全域を第１層とし、第２層、第３

層、第４層と地域を重層的に捉え、本人や家族を中心にそれぞれの圏域での活動を位

置づけ、地域福祉の向上に努めます。 

本市では、第３層を１２の小学校区であるコミュニティ単位とし、第４層の町内会・

自治会等とネットワーク化を図り協働して活動しています。住民主体の活動は、第３

層、第４層単位での活動が中心となる一方、介護保険事業所をはじめとした保健・医

療・福祉機関等や民間事業所等は、第３層より広域で活動していますが、第３層のエ

リアによっては数が少ないケースもみられます。 

このため、国が示す第２層の日常生活圏域は、概ね中学校区としていますが、本市

においては、第３層であるコミュニティ単位を基本とし、コミュニティが複数の協議

体にわかれないことを前提に、５圏域に設定しています。 

 なお、本計画において「地域」とは、特に指定がない場合は、市全域を指していま

す。 

  

イラスト 
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 地域福祉圏域（地域の層）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉圏域 活動など 

広域 
他市町連携・広域サービスなど 

〇他市町と連携し、公的サービスを提供 
知多保健所、知多北部広域連合、知多福
祉相談センター、知多地域権利擁護支援
センターなど 

第１層 
福祉サービス、介護保険など 

〇市全域を対象とした施策の企画・調整、
公的サービスを提供 
市役所、市社協、子育て支援センターな
ど 

第２層 
相談支援など 

〇専門職等の配置 
高齢者相談支援センター、民生委員・児
童委員など 

第３層 
地域活動、交流など 

〇地域活動の基盤 
コミュニティ（シニアクラブ、子ども会、
PTA など） 

第４層 
見守り、居場所など 

〇身近な集いの場、見守り活動など 
町内会・自治会、班、組、サロンなど 

  

  

第３層 

第４層 

広域 

第１層 

県・近隣市町 

東海市全域 

第２層 日常生活圏域 

コミュニティ単位 

身近なエリア 隣近所 

本人・家族 
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３ 計画策定に向けた市民の声 

  本計画策定に向けて、福祉関係の会議や団体に属している市民の皆さんから、下

記のとおりご意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孤立死などの課題もあるので、一

人暮らしの高齢者への対応を考

えていって欲しいな 

災害に備えて、日ごろから隣近

所で助け合えるよう、気にかけ

れると良いな 

高齢者のこと 日ごろから気に掛ける関係 

運転免許証を返納しても安心し

て買い物や通院ができるといい

な 

移動の課題 

福祉に関わる人材が不足してい

るので、そういう部分も考えて

いって欲しいな 

人材の確保 

どこに相談に行ったらいいのか

わからないことがあるので、窓

口をわかりやすくしてほしいな 

乳児を預かってもらうところが

ないので、預け先があるといい

な 

乳児の預かり先 窓口について 

多世代で気軽に集える場所が、身

近にあって、誘いあいながら行け

たらいいな 

支援や介護が必要な人だけでな

く、その家族に対しても応援し

てもらえたらいいな 

家族介護者への支援 気軽に集える場所 
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気軽にあいさつをしたり、つなが

りが感じられるような地域にな

るといいな 

子どものうちからしっかり福祉

教育を行ってほしいな。 

つながり 福祉教育の大切さ 

デジタルを利用しながら、いろ

いろな情報が市の方から流れて

くるといいな 

情報提供 

ごみ捨てや電球交換など、日常

のちょっとした困りごとなど助

け合えるしくみがあるといいな 

日常生活支援 

ボランティアとして自分にでき

ることがあったらやってみたい

な 

障害や認知症などについて、き

ちんと理解しておくことが大切

だと思う 

理解促進 ボランティア 

診断が出るか出ないかの頃から

支援につながってもらえるとい

いな。 

年齢などで区切るのではなく、

支援が途切れずに続いていくと

いいな 

途切れない支援体制 支援体制 
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４ 包括的支援体制イメージ図 

 

地域住民や関係機関が、困りごとを抱える世帯を見つけた時に、相談機関につなぎ、

連携しながら相談機関が本人や世帯のアセスメントを丁寧に行い、課題解決に向けた

調整を行います。場合によっては既存のサービス等では対応できないこともあるので、

その場合はコミュニティソーシャルワーカー（以下、「ＣＳＷ」という。）が中心とな

って地域資源の開発を行い、参加に向けた新たな地域資源の創出に関する働きかけを

行います。 

この働きかけは、課題に対して適切なエリアがありますので、第１層を単位として

行うものもあれば、第４層で行うものもあります。 

本市ではこのように包括的支援体制の整備を進めていきます。 

 

 

 

[地域づくり]

１層 地域生活課題の把握・検討・解釈
（市全域）広域連携との調整 総合福祉計画推進協議会

生活支援体制整備等協議会

多職種意見交換会 等

社会資源の創造

地域貢献活動の活性化

３層 意見交換会
地域生活課題の共有・検討 集いの場づくり
社会資源の創造
人づくりの場 活躍の場づくり

４層 就労支援
　意見交換会
　支え合い活動 社会資源の活用
　集いの場

相談機関

２層
（日常生活圏域）

 解決に向けた検討・取り組み

支援の輪　０歳から１００歳までの包括的支援体制

[参加支援]

地域生活課題の把握

コミュニティ
単位

交流

つながり

連携

高齢 障害

子ども生活困窮

つながり

開

発

役

割

ＣＳＷ

検
討
・
実
施

仕
組
み
作
り

適
切
な
単
位
で

行
政
・
社
協

Ｃ
Ｓ
Ｗ

地域のアンテナ［相談支援］

連 携

関係機関

困りごとを抱える世帯
支え合い活動

民生・児童委員 福祉団体

コミュニティ 町内会・自治会

隣近所

医療機関・学校・事業所など

高齢 障害

子ども生活困窮



21 

 

第３章 施策の展開 

基本目標１ 誰もがつながりを持ち、地域で支え合っている 

背景 

地縁組織の加入率が年々低下し、地域のつながりが希薄化してきています。職場・

家庭・地域で人々が関わり支え合う機会の減少や、新型コロナウイルス感染拡大後の

交流・見守りの場や相談支援を受ける機会が減少したことで、いわゆる「社会的孤立」

の問題が顕在化・深刻化しています。相談支援の現場でも、「８０５０問題」や、ダブ

ルケア、ヤングケアラーといった複合化・複雑化した課題をもつ世帯が増加傾向にあ

り、従来のように、高齢、障害、子ども、生活困窮といった分野別の相談支援では対

応が難しくなってきました。 

 このような社会情勢に対応するため、法では、包括的支援体制の構築が規定され、

具体的な手段として重層事業が創設されました。この重層事業では、既存の分野にと

らわれず、相談支援・参加支援・地域づくりを一体的に重層的に行うことで、誰一人

取り残さない地域社会を構築していくものです。構築に向けて、地域住民等の協力は

不可欠です。 

そこで基本目標１に「誰もがつながりを持ち、地域で支え合っている」を掲げ、重

層事業の取り組みを活かしつつ、福祉教育などを実施しながら担い手の育成やつなが

りの再構築を目指し、地域住民、地域の事業所、市社協と一緒になって、包括的な支

援体制の構築を推進していきます。 

 

  

基本目標に関連するイラスト 基本目標に関連するイラスト 

SDGs SDGs SDGs 
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◆施策の評価項目 

施策１ 気軽に相談できる体制を強化します 

 

施策２ コミュニティの中で支え合える体制を整備します 

 

施策３ 一人ひとりの生活について考える機会を増やします 

 

 

  

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

市役所以外に福祉に関する相談窓口があることを

知っている人の割合 

市民意識
調査 

   

生活の困りごとを気軽に相談できる相手がいる人

の割合 

市民意識
調査 

   

共通する相談先マークの配布数 業務取得    

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

地域の住民が互いに支え合っていると思う人の割

合 

市民意識

調査 
   

この１年間に居住地域における福祉活動に参
加した割合 

市民意識

調査 
   

地域別意見交換会の回数 or 参加者数 業務取得    

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

各種サポーター養成講座の受講者数 業務取得    

福祉教育の実施回数 業務取得    

基本目標に関連するイラスト 基本目標に関連するイラスト 

数値は 

現在調整中 
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施策１ 気軽に相談できる体制を強化します 

現状 

 これまで、高齢、障害、児童、生活困窮の各分野の根拠法で位置づけられた専門的

な相談機関がそれぞれ、分野における相談機能を担っていました。しかしながら、複

雑化・複合化した課題のある世帯への支援は、単一の分野で対応することが難しく、

それぞれの分野が連携し合いながら、支援を推進していく必要があります。 

 また、福祉分野のみの連携ではなく、在宅療養をしている高齢者や、医療的ケアが

必要な障害児者など、医療分野との連携も必要です。 

 重層事業の実施に伴い、既存のそれぞれの分野における相談支援ではなく、分野を

超えて相談支援を行うことが求められ、本市においても取り組みを推進していますが、

より一層、連携強化をしていく必要があります。 

 さらに、包括的支援体制の構築では、専門職のみの連携ではなく、地域住民や、地

域の事業所とも連携し、「困った」「助けて」という声をあげやすい地域社会を作って

いくことが重要です。 

 

方向性 

 身近な相談機関を知り、一人で抱え込まず相談ができるよう、担当窓口の周知や相

談がしやすい環境をつくり、身近な場所で相談を受けることができる体制を構築して

いきます。 

 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

身近な相談機関を
知り、ひとりで抱え
込まず、相談します 

気軽に相談できる
環境をつくり、関係
機関と連携を図り
ながら、解決に向け

て情報提供や支援
を行います 

相談機関として、
個人や地域に対
し、気軽に相談で
きる体制を整備し

ます 

相談機関の周知を
行い、相談支援体制
を整備します 

  

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目１-１ 包括的に世帯全体を受け止める相談支援体制を整備します 

現状・課題 

 これまで、高齢者、障害者、子育て支援、生活困窮と分野別の相談支援体制を構築

してきましたが、令和３年度（２０２１年度）から重層事業の実施に伴い、分野横断

的な相談支援体制を整備しています。 

しかし、制度の狭間にある場合や相談者やその世帯に複数の課題がある場合、ど

の相談窓口に相談に行けば良いかわからないという声も聴かれました。この重層事業

では、分野を超えて断らない相談を実施するとともに、参加支援、地域づくりを一体

的に実施することが柱とされています。その機能を十分に展開できるような取り組み

が必要です。 

 重層事業を充実させ、市民に対して相談窓口の周知を行い、分野を問わずに相談を

受け止めるとともに、必要な機関と連携・協力して課題解決に向けて支援会議などに

よる検討を始めていますが十分とは言えません。 

 

取り組み 

 重層事業を活用し、分野を問わず相談を受け止めることができるような相談員の確

保・資質向上や、相談窓口の明確化に努めます。 

 また、制度の狭間にある人や世帯を支援できるよう、引き続きそれぞれの機関が連

携し支援できるような体制整備に努めます。 

 

  

【主な事業】 
地域包括支援センター設置事業、障害者相談支援事業、生活困窮者自立支援事業、 
利用者支援事業 
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推進項目１-２ 地域の中で気軽に相談できる環境を整備します   

現状・課題 

 本市では、第３層のコミュニティを中心として、身近な地域における支援体制の整

備を進めていますが、人口や年齢構成や社会資源の違いなど、コミュニティごとに地

域特性がありますので、それぞれの地域に合った仕組みが求められています。 

 また、相談内容によっては、市全域で取り組んだ方が良いこともあれば、住んでい

る地域ごとに取り組み解決した方が良い場合もあります。さらに、相談機関を知って

いても、その相談機関まで出向くことが難しい場合もあります。 

 本市においても、包括的支援体制の構築に向け、市民にも相談先の案内をしてもら

うことを期待していますが、キーパーソンとなるＣＳＷの配置を行うことで、より一

層、地域の状況に合った支援体制を構築していく必要があります。 

 

取り組み 

 コミュニティを中心とした地域運営体制づくりの進捗状況等にあわせ、順次ＣＳＷ

を配置し、地域の中で相談に応じられる体制を構築していきます。また、関係課や関

係機関とも連携し公共施設等に共通の相談マークを掲示するとともに、その周知をは

かり、地域の民生委員・児童委員や事業者と連携し、地域で気軽に相談ができる体制

を整備していきます。 

なお、相談支援は待っているだけではなく、必要に応じて相談員が出向くなどア

ウトリーチも行っていきます。 

 

 

  

【主な事業】 
（仮）コミュニティソーシャルワーカー設置事業、生活支援体制整備事業、民生委員

活動支援事業 
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推進項目 1-３ 多職種がつながり合う相談支援体制を整備します 

現状・課題 

誰もが希望する地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

うにするために、住み慣れた自宅等の住まいを中心として、医療・介護、生活支援等

の必要なサービスが受けられることが理想です。また、高齢化の進展や高齢者の単身

世帯も増加しており、要介護認定率は年齢が上がるにつれ上昇することから、医療と

介護の複合ニーズを持つ方が一層多くなることが見込まれています。 

 本市でも、平成２６年度（２０１４年度）から地域包括ケアシステムにおける取組

を推進し、医療と介護の連携を含め、多職種がつながり合う相談支援体制の構築を推

進してきました。また、デジタルツールである「東海へいしゅうくんネットワーク」

を導入・活用し、本人を核として専門職がつながり合える体制を構築しています。 

 また、このツールは、高齢者のみに特化しているものではなく、医療と福祉を連携

するツールとして、全世代での活用が期待されます。 

 医療的ケアが必要な障害児者や、精神障害者においても、医療と福祉の連携は密に

行い、相談支援の体制整備を推進していく必要があります。 

 

取り組み 

 今後も「東海へいしゅうくんネットワーク」を支援関係者の連携ツールとして利活

用していきます。また、多職種によるケアカンファレンスなどの研修会において事例

検討を行い、多職種連携についての学びを深めます。 

 医療的ケアが必要な障害児者や精神障害者等についても、地域で安心して暮らせる

よう、関係機関の連携を深めていきます。 

 また、使いやすいシステムとしていくためにデジタルツールについての研修などを

行います。 

  

【主な事業】 

在宅医療・介護連携システム運用保守、在宅医療・介護連携サポートセンター設置事業 
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施策２ コミュニティの中で支え合える体制を整備します 

現状・課題 

 これまで、地域において地域住民が助け合って生活し、災害発生時における地域の

安全・安心が確保されてきました。しかし、少子高齢化が急速に進展し人口が減少す

る中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高齢者等がその能力を十分

に発揮できるよう、高齢者等が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、令和３年（２０

２１年）４月１日から施行されています。これにより、定年退職の年齢が６０歳から

７０歳まで引き上げや、定年制の廃止など、高齢者等の就業機会の確保が求められて

います。 

このような中、全国的につながりが希薄化し、町内会・自治会等の役員を担う人材

は減り、地域力が低下する傾向にあります。本市においても、地縁組織が減少してい

ること、また市民ニーズが複雑化・多様化していること等から、様々な地域生活課題

について、今後行政のみで対応することは困難となるため、コミュニティをまちづく

りの重要なパートナーとして位置づけ、協働・共創のまちづくりを推進することとし、

平常時の見守り活動のみではなく、災害等の有事の際に、地域で支え合えるような体

制づくりが必要となっています。 

方向性 

地域住民の交流の推進を始め、地域の特性、その強みや弱みを把握し地域福祉や防

災等の様々な分野の地域生活課題について、各種団体等と連携・協力を強化し、主体

的に解決できるよう、地域での話し合い等を行うことで仕組みづくりを推進していき

ます。 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

様々な地域福祉活
動に関心を持ち、自
分にできそうな活
動に参加します 

隣近所を中心とし
た助け合いや支え
合い等を進めると
ともに、地域生活課
題の把握に努めま
す 

コミュニティの
中で、地域生活課
題の共有や解決
に向けて、取り組
める体制を支援
します 

コミュニティを中心
とした地域運営体制
の構築を目指し、地
域生活課題を各種団
体等と連携・協力し
て解決する仕組みづ
くりを進めます。 

  

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目 2-１ コミュニティの中で見守りや支え合う体制を整備します 

現状・課題 

令和２年（２０２０年）の国勢調査では、本市における単身者のうち、高齢者の

割合は、２４．６％という結果で、これは、単身者の約４分の１が高齢者ということ

になります。 

また、地域において見守りや支え合いの役割を担っている地縁組織の加入率が

年々低下しているため、本市ではコミュニティを中心とした地域運営体制の構築に向

けた取り組みを推進しています。併せて市社協を中心に、地域別意見交換会を実施し

ています。これは、第３層であるコミュニティ単位を基本としておりますが、第４層

など、より一層その地域に合った形での意見交換会を実施し、地域生活課題について

地域住民と事業者、市が一緒になって把握し、その蓄積を行うことで、この地域に必

要な社会資源等についての検討を行っています。 

この地域別意見交換会において、課題の収集は進んでいるものの、資源の開発や

課題解決への取り組みは十分とは言えません。 

 

取り組み 

 地域における見守りや支え合い活動は、地域性の違いがあることから、第３層を単

位として行うものや、第４層単位で行うものがあり、それぞれに活動しやすい体制で

進めていくことが大切です。また、その体制づくりに向けた話し合いも、主に関係機

関が話し合うもの、関係機関と地域住民がともに話し合うもの、地域住民が中心とな

って行うものがあり、主に市社協に配置しているＣＳＷを中心に、今後も継続して実

施します。 

  

【主な事業】 
（仮）コミュニティソーシャルワーカー設置事業、生活支援体制整備事業、民生委
員活動支援事業、地域支え合い体制づくり事業 
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推進項目２-2 福祉に携わる人材を育て活躍できるよう支援します 

現状・課題 

少子・高齢社会の進展等により、福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見

込まれており、サービス提供の根幹である福祉人材の養成・確保が重要です。また、

福祉サービスのみならず、地域においても定年延長や女性の就業促進などにより、地

域活動を担う新たな担い手が不足しています。 

核家族化や単身者世帯の増加などにより、かつて家族で担っていた介護等の〝家

族機能〟がうまく機能しなくなり、家族機能が社会化されてきている今、ニーズに対

応できるだけの福祉人材の確保と活躍の場が担保されていません。 

 

取り組み 

 福祉に携わる人材としては、ボランティア要素の高いもの、仕事として担うものが

あります。 

 福祉の分野は多岐にわたりますが、まずはその活動に興味を持ってもらうことが大

切です。市と市社協では、ボランティア養成講座を開催し、福祉を身近に感じてもら

い、自分にできることを見つけてもらい、活躍できるよう支援しています。 

 しかし、福祉サービスの担い手不足への対応や質の向上については、引き続検討し

ていく必要があります。 

 

 

 

【主な事業】 
障害者地域生活支援事業（手話奉仕員養成講座開催）認知症地域支援・ケア向上事
業 



30 

 

施策３ 一人ひとりの生活について考える機会を増やします 

現状 

 私たちの生活は、人それぞれ違い、文化や年齢、得意なこと不得意なこと、好きな

ことや嫌いなことなど、それぞれの生活スタイルがあります。 

 令和４年度（２０２２年度）に実施した高齢者実態調査では、今後の心配なことに

ついて「病気」や「認知症」を挙げている人が多く、加齢に伴う疾患や認知症につい

て、早くから正しく学んでおく必要があります。また、多様性の観点からも、障害や

国籍などの差別をすることなく、お互いを認め合えるよう、学んでおくことが必要で

す。 

 本市では福祉教育やサポーター養成講座を通じて、障害や認知症などについて学ぶ

機会を創出しています。 

 

方向性 

 お互いを尊重し地域で安心して暮らしていくことができるよう、福祉教育を充実さ

せ、障害や認知症などについて継続して学ぶ機会を作っていきます。 

 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

障害や認知症など
について正しく学
びます 

お互いを認め合い
ながら、得意なこと
を活かせる機会を
つくります 

子どもから高齢
者、障がい者まで、
お互いのことを理
解し、ともに生活
しやすい環境を支
援します 

障害や認知症など
を正しく学ぶ機会
をつくり、自分のこ
とを自分で決めて
いくことができる
よう支援します 

  

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目３-１ お互いを尊重し正しく理解する機会を増やします 

現状・課題 

 高齢化の進展に伴い、認知症高齢者は全国的に増加しています。国では、令和５年

（２０２３年）６月に公布された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

において、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互

に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生社会の実現を推進することが記載され

ています。これは、認知症に関する正しい知識や理解を深め、周囲や地域の理解と協

力の下、認知症の人の尊厳が守られ、活動への参加等で個性を活かすだけでなく、認

知症の人やその家族も安心して自分らしく暮らし続けることができる社会を理念とし

ています。 

 地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らすことは認知症に限ったことではなく、

障害やひきこもりについても、同じことが言えます。そのため、本市においてもお互

いを尊重し、正しく理解するための取り組みが必要です。 

取り組み 

 障害や認知症などについて、正しく理解するため、出前講座を実施していきます。

そして認知症サポーター養成講座を開催し、認知症についての理解を深めていきま

す。 

 また、フォーラムなどを実施することで、広く市民にも知ってもらい、身近に感じ

てもらえるよう、取り組みを行います。 

 このように、障害や認知症、ひきこもりなど、正しく理解し対応について学ぶこと

で、地域における理解が深まることは、「共生」に向けて必要なことだと言えます。

これは、災害等の有事の際に備える意味でも必要なことです。 

 

  

【主な事業】 

認知症地域支援推進事業、認知症地域支援・ケア向上事業、障害者理解促進事業 
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推進項目３-２ 思いやりの心を育む機会を増やします 

現状・課題 

 福祉に関する教育（以下「福祉教育」という。）は、福祉や人々の暮らしについて

の関心を高め、地域の課題を知り、必要な知識を身につけ、考え、行動する力を養う

ことを目的として行われています。また福祉教育は、子どもを対象とした学校教育の

みではなく、子どもから高齢者まですべての方が対象となります。 

 福祉教育を通して、福祉を身近に感じ関心を寄せ高めることで、地域において地域

生活課題の発見や解決に結びつけることも可能となります。そして、お互いの違いを

認め合い、相手を思いやることで、共生が可能となります。 

本市では、市社協を中心に実施しているボランティア養成講座や市内の学校等で

行っている「ボランティア・福祉体験教室」などを活用しながら、福祉教育を実施

し、福祉やボランティアに関する理解を深めています。 

 しかしながら、子どもたちへの開催状況に比べ、地域や市民に対しての機会が少な

いことから、そのような場を増やす取り組みが必要です。 

取り組み 

 本市では、子どものうちから福祉を身近に感じてもらえるよう、また教育現場でも

気軽に活用し、福祉に触れてもらえるよう、本計画の概要をマンガ版として作成しま

す。 

 また、引き続き市社協を中心に、認知症サポーター養成講座や市内の学校等で出前

講座を実施していきます。 

  

  

【主な事業】 
人権擁護委員活動支援事業、福祉教育 
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推進項目３-３ 誰もが意思や意向を発信できる機会を増やします 

現状・課題 

 認知症や障害などにより、自分で色々なことを判断したり決断したりすることが難

しくなる場合があります。認知症では症状の進行がありますので、以前はできていた

ことが難しくなり、本人が受容できず今後の不安を抱えている場合もあります。その

場合、相談員や家族、医療・福祉の関係者が、本人の代弁者として、本人に寄り添い

ながら、本人と一緒になって意思や意向を発信していけるようにする必要がありま

す。 

 意思決定支援については、医療・福祉分野で分野ごとのガイドラインが出されてい

ますが、共通しているのは、本人が自らの意思に基づいて意思決定をすることが書か

れています。認知症の進行などにより、本人が判断をすることが難しくなった場合で

も、本人の感情は残っていると言われており、家族等の関係者が、推定意思を尊重し

ながら代理で意思決定を行うことが必要です。 

 本市でも、「私とわたしの大切な人のためのノート」を作成し、自分の考えや気持

ちを伝えるための取り組みを推進していますが、このような取り組みは、まだ十分に

浸透していないと言えます。 

取り組み 

 自分の考えや気持ちを伝え、自分のことを決めることができるように、「私とわた

しの大切な人のためのノート」の活用を進めます。認知症や障害のある人が、自身の

希望や必要としていること等を話し合う本人ミーティングや、ピアカウンセリングを

通して、自分の思いを発信できるような機会も創出していきます。家族や支援者の都

合で判断をすることがないよう、意思決定支援に関するガイドラインに基づいて、本

人にとって何が最善であるか話し合い、方針を決め、必要に応じて支援を行います。 

 また、地域住民や事業所等に対し講演会等を開催し、意思決定支援の大切さについ

て啓発していきます。 

 

【主な事業】 
認知症地域支援・ケア向上事業、成年後見利用促進事業負担金 
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基本目標２ 一人ひとりが役割を持ち、安心して自分らしく生活している 

背景 

国では、地域共生社会の実現に向け、地域のあらゆる住民が役割を持ち、世代や

背景を超えてつながり、「支え手」「受け手」という関係を超えて、それぞれ役割を持

ち支え合いながら、自分らしく暮らしていく取り組みを推進しています。例えば、認

知症になっても、得意な家事を地域の食堂で行ったり、障害があっても体力に自信が

あれば高齢者の代わりに買い物の荷物を持つといった取り組みがあり、ハンディキャ

ップがあっても役割を持つことでやりがいが生まれ、いきいきと暮らしていくことが

できます。そのためには、お互いを尊重し、認め合うことが必要で、それにより権利

擁護の意識が生まれたり、命の大切さを感じることができます。 

また、安心して暮らすためには、お互いを知ることのみではなく、サービスを充

実させたり、災害等の有事の際に備えて、日ごろから準備をしておくことが大切で

す。 

 そこで基本目標２に「一人ひとりが役割を持ち、安心して自分らしく生活してい

る」と掲げ、一人ひとりの生活について考える機会を創出し、自分が心地よいと思う

場に参加したり、安心て生活できるよう、福祉サービスの充実や災害時等に備えた体

制整備を推進していきます。 

 

 

 

 

 

  

基本目標に関連するイラスト 

SDGs SDGs SDGs 

基本目標に関連するイラスト 
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◆施策の評価項目 

施策４ 市民の権利をまもり社会とのつながりが持てるよう支援します 

 

施策５ すべての市民が役割を持ち参加できる機会を増やします 

 

施策６ 安心して生活できるよう身近な場所で支援します 

  

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

アウトリーチによる相談支援の件数 業務取得    

虐待防止講演会の参加人数 業務取得    

本市における自殺死亡率 業務取得    

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

障害者が社会参加できていると感じる人の割合 
市民意識

調査 
   

社会参加・交流をしている高齢者割合 
市民意識

調査 
   

民間と連携し福祉事業を実施した回数 業務取得    

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

障害者が地域で安心して暮らしていると思う人の

割合 

市民意識

調査 
   

高齢者が地域で安心して暮らせると思う人の割合 
市民意識

調査 
   

避難行動要支援者個別避難計画の作成率 業務取得    

基本目標に関連するイラスト 基本目標に関連するイラスト 

数値は 

現在調整中 
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施策４ 市民の権利をまもり社会とのつながりが持てるよう支援します 

現状・課題 

 近年では、全国的に単身世帯や単身高齢者世帯の増加が見込まれており、本市にお

いても例外ではありません。職場・家庭・地域で人々が関わり支え合う機会の減少や、

新型コロナウイルス感染拡大後の交流・見守りの場や相談支援を受ける機会が減少し

たことで、いわゆる「社会的孤立」が更に増加しました。 

国では令和３年度（２０２１年度）に「孤独・孤立対策重点計画」を策定し、支援

も求める声を上げやすい社会にすることや、切れ目のない相談支援につなげること、

人と人とのつながりを実感できる地域づくりを行うことが明記されています。 

 社会的孤立は、特別な人が陥るものではなく、何かのきっかけで誰にでも起こりう

ることであり、またその状態が進むと自殺や孤立死、ひきこもりや虐待といった事象

が起きやすいため、地域における「つながり」の重要性が言われています。 

 本市においても、この社会的孤立に取り組み、市民の権利擁護を支援する必要があ

ります。 

 

方向性 

 社会的孤立とならないよう日ごろからつながりを持てるような地域づくりを進め、

困ったことや変化に気づいた時に相談しやすい環境を整え、必要な情報の提供や助言

が行えるような体制を整備します。 

 また、本人の権利擁護に取り組み、必要に応じて成年後見制度等の利用につなげる

など、誰も取り残さない地域となるような取り組みを推進します。 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

虐待や権利侵害に
ついて学び、近くに

望まない孤立の人
がいないか気を配
ります 

身の周りで権利侵
害が起きたり孤立

している状況を把
握した時に、相談窓
口に相談（通報）し
ます 

すべての市民が意
思を尊重された生

活ができるよう支
援し、日常生活自
立支援事業等の権
利擁護事業につい
て整備します 

すべての市民が自
ら意思決定できる

よう支援すると共
に、様々な事情で暮
らしに困っている
市民の把握につと
め、つながり続ける
ための支援体制を
整備します 

  

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目 4-１ 社会的孤立を防ぐため社会とつながることができるよう支援します 

現状・課題 

 本市では、令和３年度（２０２１年度）に、「くらしと交流に関する調査」を実施

しました。この調査は、「８０５０問題」や「就職氷河期世代の支援」などの社会的

な課題に対応するため、市内のひきこもり状態の方の現状及び傾向等を把握し、今後

のひきこもり施策に反映させていくための基礎資料とすることを目的に実施したもの

です。 

 この調査からは、外出頻度の低い方は、外出頻度の高い方に比べて悩みごとを抱え

ている方が多く、相談窓口としても「自宅での相談」を希望されていることが多いと

いう特徴が見られました。そのため、地域に開かれている相談窓口のみでなく、アウ

トリーチを通じて相談を受け付ける必要があります。 

 なお、近年では新型コロナウイルス感染症の影響もあり、職場・家庭・地域におい

ても、人々が関わり合い支え合う機会が減少しています。孤独・孤立は、人生のあら

ゆる場面で誰にでも起こりうることであり、本人だけの問題ではなく、社会全体で対

応しなければならない問題と言えます。そのため、人と人とのつながりを実感できる

環境を整えていくことが重要です。 

 

取り組み 

 本市においては、「ほっとプラザ」を中心に、ひきこもり状態のある方とその家族の

支援、見守り・交流が可能となる居場所の提供を行っています。また、分野を問わず

受け止める相談支援体制の中で、本人やその家族の目線や立場に立ち、切れ目ない支

援体制を構築し、相談対応を行っています。 

 また、相談に来られない方に対しては、訪問による相談の受付や、メールまたはＳ

ＮＳなどを活用しながら、本人のタイミングで相談を受けることができる体制を構築

していきます。  

【主な事業】 
ひきこもり支援センター設置事業、就労準備支援事業 
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推進項目 4-２ 虐待を防止し権利擁護の体制を整備します 

現状・課題 

 虐待は、複数の要因が複雑に絡み合って起こります。介護負担や意思疎通の難し

さ、経済的な貧困など要因は様々で、困った時に声を上げることができる環境を作っ

ていくことが必要です。また虐待においては、権利侵害が起きており、権利擁護の視

点が大切です。 

 権利擁護とは「なんらかの事情によって、自分の思いや考えを他の人に伝えること

ができず、その結果、日常の社会生活において不利な立場に置かれている人々を支援

する活動」と言われており、その根底となる意思決定について、代弁者となりうる人

や機能が必要です。国でも地域共生社会の実現に向けて権利擁護支援の地域連携ネッ

トワークの体制づくりについて、権利侵害の回復支援と意思決定支援を両輪として位

置づけ、取り組みを推進しています。 

 そのため、虐待の防止に向けて、本人や家族が自分の思いや考えを伝えやすい環境

を作り、また判断能力が低下してきた時には、日常生活自立支援事業や成年後見制度

の利用などを行い、本人の代弁者として支援する必要があります。 

 

取り組み 

 本市では、東海市高齢者・障害者虐待防止連絡協議会を設置し、関係機関とのネッ

トワークを形成し、虐待の要因分析等を行い、虐待の早期発見及び対応、並びに発生

防止の体制づくりについて検討します。また、相談支援体制を充実させ、何か不安な

ことや心配なことがあれば声を上げやすい環境を整備していきます。 

 なお、判断能力の低下により、金銭管理や契約行為が難しくなってきた場合には、

市社協や特定非営利活動法人 知多地域権利擁護支援センターと連携し、日常生活自

立支援事業や成年後見制度の適切な利用ができるよう支援体制を整備します。 

 

  

【主な事業】 
高齢者・障害者虐待防止連絡協議会設置事業、高齢者・障害者虐待防止啓発事業、 
成年後見利用促進事業負担金 
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推進項目 4-３ 命の大切さを学び本人や周りの人を支えます＜自殺対策計画＞ 

現状・課題 

平成１８年（２００６年）１０月に自殺対策基本法が施行されて以降、国を挙げて

自殺対策が推進されてきた結果、３万人台から２万人台に減少したものの、令和２年

度（２０２０年度）には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で自殺の要因となり

うる様々な問題が悪化したことなどにより、１１年ぶりに前年を上回りました。特に

小中高生の自殺者は増加傾向となっています。 

 令和３年（２０２１年）８月に厚生労働省が実施した意識調査によると、国民のお

よそ１０人に１人が「最近１年以内に自殺を考えたことがある」と回答していること

から、自殺は誰にでも起こりうる危険性があります。 

そのため、自殺を精神保健上の問題のみでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、

いじめや孤立・孤独などの様々な社会的要因があり、その多くが追い込まれた末の死

であると捉え、自殺対策として生きることの支援を包括的に行っていく必要がありま

す。 

 本市においても、令和３年（２０２１年）現在の自殺死亡率は、人口１０万人あた

り１７．４となっていますが、１３．０以下となるよう、「誰も自殺に追い込まれるこ

とのない東海市」を目指し、以下の取り組みを推進していきます。 

 

取り組み 

 これまで、本市では自殺対策として、各種相談事業や人材養成研修等を行ってきま

した。今後も引き続き、様々な分野と連携し、相談支援を実施することで地域におけ

るネットワークの強化を図ります。また、自殺リスクの高い人の早期発見・対応のた

め、自殺や関連事業等に関して正しく理解できるよう普及啓発を行い、自殺の危険を

示すサインに気づき、想いに寄り添いながら伴走し、必要な支援機関等につなぐこと

のできる人材の養成を進めます。 

 また、自己肯定感を高める等、他者との信頼関係の回復に向けた取り組みや経済的

な支援などを行い、自殺リスクを低下させ、誰でもＳＯＳが出しやすい環境整備を進

めます。 

 

  

【主な事業】 
地域自殺対策強化事業、各種相談支援事業 
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推進項目 4-４ 再犯防止や更生に向け支援します ＜再犯防止推進計画＞ 

現状・課題 

国は、平成２８年（２０１６年）１２月に、「再犯の防止等の推進に関する法律」を

施行し、地方公共団体は、再犯の防止などに関して地域の状況に応じた施策を策定し、

実施する責務を有することを定めました。国の統計では、２年以内再犯率は、高齢者

が他の世代に比べて高く、また知的障害のある受刑者については、一般に再犯に至る

までの期間が短いと言われているため、伴走しながら支援をする必要があります。 

県では、刑法犯認知件数は年々減少傾向にありますが、再犯者率（刑法犯検挙者に

占める再犯者の割合）は４７％前後を推移しています。こうした状況を踏まえ、県は

令和３年（２０２１年）３月に「愛知県再犯防止推進計画」を策定し、国や市町村、

民間団体等と連携しながら、犯罪や非行をした人が孤立することなく、円滑に地域社

会に復帰できるように支援することで、再犯者数を減少させていくことを目指してい

ます。 

本市においても、こうした国・県の動向にあわせて、地域住民の犯罪による被害を

防止し、安全で安心して暮らせる社会を目指し、犯罪や非行をした人の円滑な社会復

帰を図るため、保護司や刑事司法関係機関などと連携した取り組みを進める必要があ

ります。 

 

取り組み 

 本市では、様々な分野間の連携を図りつつ、福祉サービス等へのアクセスが困難で

ある人や複合的な課題を抱える人が、地域住民の一員として地域で安定して生活でき

るよう、伴走しながら相談支援を行い、また、立ち直りを決意した人を受け入れてい

くことができる地域となるよう啓発を進めていきます。 

 

 

 

  

【主な事業】 
保護司活動支援事業、更生保護女性会活動費補助事業、各種相談支援事業、生活困窮
者就労支援準備事業 
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施策５ すべての市民が役割を持ち参加できる機会を増やします 

現状 

 地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関

係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と

資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく社会を目指しています。本市においても、障害や疾

病等にとらわれず、生活に身近な地域において住民が世代や背景を超えてつながり、

相互に役割を持ち支え合う体制づくりを推進していく必要があります。しかし、何ら

かの事情で閉じこもりがちになったり、交流することが億劫になったりする人も存在

しています。 

そのため、人とつながる参加の機会として、本市でも誰もが活躍できるよう当事

者団体の活動や体操、集いの場であるサロンなどの参加する場の選択肢はあります

が、十分であるとは言えません。役割を持ち活動をすることで、いきいきと暮らすこ

とが可能となるため、参加しやすい場所で集い、仲間と交流しながら、支え手にもな

り受け手にもなることができるような環境整備が必要です。 

 

方向性 

 ＣＳＷがコーディネートし、事業所等と連携し自分の強みを活かして活躍できる場

の創出やマッチングを行い、役割を持っていきいきと暮らせるような機会を増やして

いきます。 

 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

障害や疾病、年齢に
とらわれず、多様な

働き方や参加がで
きることを知り、自
分の役割を持ちま
す 

役割を持って気軽
に参加できる居場

所や機会を作りま
す 

強みを生かした活
動の参加や、参加

しやすい場所の開
発について、地域
とともに取り組み
ます 

就労や就労的活動
についての資源開

発を行い、参加しや
すい場の整備を行
います 

 

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目 5-１ 仲間と一緒に地域活動ができるよう支援します 

現状・課題 

 仲間と一緒に活動をすることの大切さは、すべての人にあてはまることです。地域

活動や団体活動においては、ひとりでは活動の継続が難しいかもしれませんが、仲間

と一緒になって活動をすることで、地域のつながりが強化されたり、地域生活課題の

洗い出しが可能となり、継続性や発展性が生まれます。 

また、何らかのハンディキャップを持つと、社会に出て集うということに消極的

になるケースもあります。家に閉じこもりがちとなり、心身ともに健康ではなくなっ

てしまいます。ここで、仲間をつくり一緒に活動に参加できれば、生きがいが生まれ

心身ともに健やかに過ごすことができることが期待されます。レクリエーションや機

能回復に向けた外出を行うなど、本人自身が楽しんで活動することは、重症化を予防

し、持っている力を最大限に生かすことにつながり、住み慣れた地域の中で自分らし

く暮らし続けることが可能となります。 

 本市においても、仲間とともに地域活動ができるよう、引き続き支援する必要があ

ります。 

 

取り組み 

 シニアクラブや身体障害者福祉協議会などの当事者団体の活動に参加することで、

仲間ができ生きがいの創出につながり、仲間と一緒にレクリエーションなどを楽しむ

ことで、介護予防にもつながります。さらに、こういった仲間づくりの活動は、地域

づくりにもつながっていくため、引き続き活動を支援していきます。 

 また、民生委員・児童委員や保護司などは、住民が地域で安心して暮らせるように

地域の中での見守りや相談や援助活動を行っているため、市や市社協では、一緒にな

って地域活動を見守り、活動団体等を支援していきます。 

  

【主な事業】 
身体障害者福祉協議会補助事業、肢体不自由児者父母の会補助事業、手をつなぐ育
成会補助事業、シニアクラブ活動補助事業、脳トレいきいき百歳応援事業（地域介
護予防活動支援事業） 
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推進項目 5-２ 身近な場所で気軽に集い交流できる場を充実させます 

現状・課題 

 令和４年度（２０２２年度）に実施した７５歳以上の方を対象に実施した「高齢者

実態調査」では、世帯の状況について、７５歳以上のひとり暮らしまたは６５歳以上

の高齢者のみ世帯の割合が全体の５０．２％と、約半数は高齢者のみで生活している

という結果でした。また、そのうち、家族以外との交流が、月に１回の関わりすらな

く「特にない」と回答している人は約２割を超えており、孤立するリスクが高いと言

えます。 

 本市では、市社協や地域住民が主体となって地域の公民館等を活用しながらサロン

活動や健康体操を行ったり、市民館・公民館まつりなどで多世代が交流できる機会を

作ったり、子どもと一緒に地域のイベントなどに参加できるプログラムを行ったりし

ていますが、まだ十分とは言えない状況です。 

 また、高齢者や障害者だけでなく、子どもや子育て家庭が安心て過ごせる場など、

誰もが利用できる身近な居場所を充実する必要があります。 

 

取り組み 

 年齢や障害の有無を問わず、子ども、学生、子育て中の親、高齢者、生活困窮者な

ど多様な人が、それぞれ関りを持つようになる機能と場が求められおり、多世代が交

流できる場やプログラムの整備を行うことで、誰もが参加できるよう働きかけていく

必要があります。 

 そのため、ＣＳＷが中心となり、地域における資源開発を行っていきます。 

 

  

【主な事業】 
地域活動支援センター設置事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事
業 
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推進項目 5-３ 民間等と連携し活躍できる場を充実させます 

現状・課題 

地域には、暮らしている住民だけではなく、民間の企業や事業所、社会福祉法人

などもあり、法では、市と社会福祉協議会、住民と事業者が相互に協力し合いながら

地域福祉の推進をすることとしています。本市においても、市内の社会福祉法人から

バスを借りて、買い物に行けない高齢者の買い物支援に利用するバスとして運行した

り、地域の民間企業とも協働で認知症の啓発を行ったりして、活躍の場の提供や介護

予防事業について検討をしています。 

就労という側面では、障害等の理由により一般就労が難しい場合は、ボランティ

アで就労体験に参加したり、高齢者で定年を迎えた後に、再度就労を目指す場合は、

シルバー人材センターに登録することもできます。 

このように、私たち一人ひとりが活躍できる場の創出は、民間等と連携をするこ

とで、活躍できる場の選択肢が広がるため、民間企業等も地域の一員として、ともに

考えることが大切です。 

 

取り組み 

市民のニーズに合った活躍の場を提供するためには、市と市社協のみではなく、

福祉事業者を始め、民間企業との連携が必要です。 

市と市社協は、地域の事業者等と一緒になって、一人ひとりがいきいきと活躍で

きる場の提案ができるよう、運動教室や趣味の活動、ボランティアなど、多様な参加

の場を把握し、必要に応じて開発・創出し、マッチングを行うなど、市民が活躍でき

る場を充実させていきます。 

  

【主な事業】 
（仮）コミュニティソーシャルワーカー設置事業、障害者地域就労支援事業、認知症

ケア・向上事業、シルバー人材センター運営補助事業 
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施策６ 安心して生活できるよう身近な場所で支援します 

現状 

 地域で安心して生活をするためには、暮らしを守るための福祉サービスの提供に加

え、災害等の有事の際に助け合える関係性を構築することが重要です。 

本市では、障害福祉サービスや介護保険サービスのほか、本市独自の福祉サービ

スを提供し、本人や家族が地域で安心して暮らせるよう支援しています。また、災害

時などに支援が必要な障害者や高齢者には、避難行動要支援者名簿に基づき個別避難

計画の策定を支援したり、市内事業者と福祉避難所に関する契約を締結しています。

そして、市社協が中心となって、災害ボランティアセンター設置訓練などを行い、災

害が起きた時に備えた人材育成を行っています。 

また、本人や家族の負担軽減のため、各種医療助成制度の充実や各種手当など、

必要な給付を行っています。 

 

方向性 

 福祉サービス等を充実させ、医療費助成制度の充実や各種手当など必要な給付を行

うことで、本人や家族の負担軽減ができるよう支援します。 

また有事の際にも安心して避難できるよう、個別避難計画を整える必要がありま

す。 

 さらに、近年高齢者の運転事故が課題となっていますが、すべての人が過度に自動

車に依存せずに、移動できる方法について検討を進める必要があります。 

 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

日ごろから防災意
識を持ち、支援が必

要な人がいれば、気
にかけて見守りま
す 

適切なサービス提
供を行い、福祉サー

ビスの情報を周知
していきます 

支援が必要な方へ
のサービス提供

や、見守る方への
協力体制について
支援します 

支援が必要な方に、
必要なサービスが

提供できる体制を
整備します 

 

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目 6-１ 福祉サービス等を充実させ本人や家族が安心して生活できるよう支

援します 

現状・課題 

 福祉サービスというと、ホームヘルプサービスなど支援が必要な方への直接的な支

援がイメージされますが、日常生活において必要な移動や動作等を確保するための補

装具や日常生活用具などの購入費を補助する制度のほか、コミュニケーションを円滑

に行うことができるよう意思疎通支援もあります。また、経済的な負担を軽減するた

めの各種手当や医療費の助成などもしており、様々な福祉サービスの充実に向けて取

り組みをしてきました。 

今後も、ライフステージの変化に左右されることなく、本人や家族が、地域で安

心して自分らしく日常生活を送るために、継続して一人ひとりに応じた福祉サービス

の充実を図り提供する必要があります。 

 

取り組み 

 サービスが必要な人に対して介護保険サービスや障害福祉サービス、地域の特性に

合わせて効果的・効率的に行う地域支援事業や地域生活支援事業がありますが、それ

らの事業を進めるとともに、福祉向上のため市独自の福祉施策や各種手当、医療費の

助成などにより、在宅で安心して生活できるよう、継続して取り組みを進めます。 

 そして、親亡き後や身寄りのない方等の支援について、権利擁護支援センターと連

携しながら、ニーズに対応できるよう検討を進めていきます。 

 

  

【主な事業】 
障害福祉サービス給付事業、地域生活支援事業、補装具購入費支給事業、援護扶助費
支給事業、配食サービス事業 
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推進項目 6-２ 気軽に外出できる支援体制を充実させます 

現状・課題 

 移動に関する交通手段は、自動車の割合が高い状況にあると言えますが、自動車に

頼らずに生活できるよう、道路のバリアフリー化を進めたり、公共交通機関等の交通

手段の利便性の向上が求められています。 

本市では、地域の公共施設や人が多く集まる公共性の高い施設をつなぐ市民の身

近な足の一つとして循環バスがあり、また障害などがあり介護が必要な人には、福祉

タクシー利用料の補助をしていますが、移動支援に関しての選択肢は少なく、高齢者

や障害者、子どもなどすべての人が安全・安心に生活し、社会参加できるように配慮

し、気軽に外出できる支援体制を充実する必要があります。 

 

取り組み 

 地域別意見交換会の中で、高齢者の移動ニーズとして挙げられるのは、買い物と通

院でした。買い物については、市社協が地域と一緒になって「買い物バス」の事業を

行っていますが、すべての地域で実施できていないため、必要に応じて民間と連携を

図りながら展開をしていく必要があります。しかし、通院については、個別性が高い

ため、今後も検討していく必要があります。 

 また、自動車の運転については、誰しもいつかはできなくなることを予め考え、安

全に運転ができるうちから、運転免許証の返納後の生活について考えておく必要があ

ります。 

 

 

  

【主な事業】 
福祉タクシー利用助成事業、障害者バス乗車運賃助成事業、高齢者循環バス利用促進
事業、生活支援体制整備事業 
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推進項目 6-３ 災害や緊急時に支援・配慮が必要な人が安心できる体制を整備します 

現状・課題 

 令和３年（２０２１年）５月の災害対策基本法等の改正により、個別避難計画の作

成が市町村の努力義務となり、本市においても作成を進めているところです。優先度

の高い避難行動要支援者については、概ね５年程度で作成に取り組むこととなってい

ますが、避難支援をより実効性の高いものとするためには、地域の協力が不可欠で

す。 

平常時から地域の避難支援等の関係者に情報を共有できる名簿の登録者を増や

し、個別支援計画の作成などを通して、普段からのつながりを深め、協力して避難支

援の仕組みを作ることが大切です。計画を作ることが目的ではなく、計画作りをきっ

かけにしながら、主に第３層、第４層でのつながりを構築し、災害時に限った付き合

いではなく、日常からお互いに見守りをしていることが、結果的に災害時の助け合い

につながっていきます。 

本市の個別避難計画は、令和５年（２０２３年）６月１日現在、５１．５％の作

成が完了しております。 

 また、本市では福祉ニーズの高い方の避難を可能とした福祉避難所の設置も進めて

おり、医療的ケアの必要な方にも対応できる避難所の確保が求められています。そし

て、災害ボランティアセンターの設置訓練を行っていますが、参加者が限られている

ため、多くの人に参加してもらいながら、災害に備えることが必要です。 

取り組み 

 支援の必要な方が災害時に孤立しないよう、日ごろからの関係性を構築することが

大切です。そのためのツールとして個別避難計画を作成し、万が一に備える必要があ

ります。また福祉避難所についても、運営や運用について事業者と話し合い、対応を

決めておく必要があります。 

 災害はいつ起きるかわからないため、日ごろからの関係性を構築できるよう、体制

を整備する必要があります。 

 

 

 

【主な事業】 
災害時避難行動要支援者支援事業、備蓄用物品（食糧等）整備事業、災害支援ボラ
ンティア訓練事業 
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基本目標３ 子どもたちの健やかな育ちを、地域で支え合っている 

背景 

少子化や核家族化の進行、女性の社会的役割の増大、家庭・地域における支え合

いの脆弱化などにより、子育て家庭の孤独感や負担感の増大に加え、児童虐待、ヤン

グケアラーや貧困など家族全体に関わる複雑化・複合化した課題が増え、子どもや子

育てを取り巻く状況は深刻化しています。そのため、令和４年（２０２２年）に改正

された児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）と母子保健法（昭和４０年法律第１

４１号）では、令和６年度（２０２４年度）から「子育て世代包括支援センター」と

「子ども家庭総合支援拠点」の２つの機能を合わせ持ち、すべての妊産婦と子育て家

庭・子どもへの一体的な相談支援を行う「こども家庭センター」の設置が求められて

います。 

本市では、これまで平成２７年度（２０１５年度）に策定した東海市子ども・子

育て支援事業計画などに基づき、安心して子育てができる環境整備に取り組んできま

したが、今後はさらに、複雑化・複合化した課題に対応するため包括的な支援を視野

に入れ、子ども分野だけでなく、市社協をはじめとする関係機関、住民、地域・団

体・事業所とともに施策を推進することが重要です。 

そこで、基本目標３に「子どものたちの健やかな育ちを、地域で支え合っている」

と掲げ、年齢や制度の壁を越えた切れ目のない包括的な支援を行うとともに、子ども

の権利を保障し、適切な養育環境、経済的支援、人との関係性を育み豊かな経験がで

きる機会の充実などを通して、地域で支え合う環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs SDGs SDGs 

基本目標に関連するイラスト 基本目標に関連するイラスト 



50 

 

◆施策の評価項目 

施策７ 子どもと子育て世代への支援を充実させます 

 

施策８ 支援を必要とする子ども・若者・家庭への支援体制を充実させます 

 

施策９ 子どもや家庭が元気に育つ環境を整備します 

 

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

子育てがしやすいまちであると感じている１８歳

以下の子どもを持つ人の割合 

市民意識

調査 
   

子育ての悩みについて相談する場を知っている人

の割合 

市民意識

調査 
   

地域の住民が互いに支え合っていると思う人の割

合（施策２の再掲） 

市民意識

調査 
   

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

学習支援および就労準備訓練延べ利用者数 業務取得    

児童虐待発生件数 業務取得    

評価指標  基準値 ５年後 １０年後 

多様な保育ニーズに対応できる場があると感じて

いる１８歳以下の子どもを持つ人の割合 

市民意識

調査 
   

待機児童数（公立保育園・民間保育所、放課後児

童クラブ） 

業務取得    

地域子育て支援拠点（児童館・子育て支援センタ

ー）延べ利用者数 

業務取得    

身近に子どもが安心して過ごせる場があると思う

１８歳以下の子どもを持つ人の割合 

市民意識

調査 
   

基本目標に関連するイラスト 基本目標に関連するイラスト 

数値は 

現在調整中 
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施策７ 子どもと子育て世代への支援を充実させます 

現状 

平成２８年度（２０１６年度）に子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期か

ら子育て期の切れ目のない支援を進め、令和４年度（２０２２年度）には子ども家庭

総合支援拠点を設置し、子育て家庭への支援に取り組んだことにより、健康課題や経

済、就労、障害、社会とのつながりや支援者の乏しさなど、様々な困難があることが

明らかになってきました。また、子どもを中心とした地域における従来の関係性の希

薄化や子育て世代への理解者の減少など、地域の子育て力の低下が一層懸念されてい

ます。 

そのため、家庭や地域における子育て力の向上を図るとともに、母子保健と児童福

祉を一体的に推進し包括的な支援を充実させていくことが重要です。 

 

方向性 

 母子保健と児童福祉の連携型による「こども家庭センター」を設置し、妊娠期から

子育て期まですべての家庭のニーズを一元的に把握し、子どもや子育て家庭に寄り添

い続ける切れ目のない支援体制を構築するとともに、地域での見守りや支え合いを進

め、子育てしやすい環境づくりに取り組みます。 

 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

地域の子どもに関
心を持ち、あいさつ
などを通して子ど
もや子育て家庭の
暮らしを見守りま
す 

子どもや子育て家
庭の暮らしを見守
り、必要時に行政や
専門機関につなぎ
子育ての手助けな
ど応援できるよう
努めます 

子どもの育ち、親の
育児を地域で見守
り、安心できる子育
て環境に取り組み
ます 

妊娠期からすべて
の子育て家庭に関
わり、切れ目なく支
援が続く体制を構
築します 

 

  

SDGs SDGs SDGs 



52 

 

推進項目 7-１ 妊娠期から子どもと家庭への相談支援を充実させます 

現状・課題 

子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の他、子育て支援センター

や児童館、保育園など身近な地域の子育て支援施設が子育て相談を実施したり、教育

委員会で教育相談やスクールソーシャルワーカー（以下、「ＳＳＷ」という。）を配置

するなど子どもや家庭の相談に対応してきました。 

しかし、悩みを抱える子育て家庭にとっては、相談することに消極的で相談の敷居

が高く感じることもあり、相談場所・相談方法など気軽に相談できる体制づくりが必

要です。また、ライフステージの変化に際して支援が途切れやすく、特に福祉と教育

など管轄が違うため、関係機関同士の情報共有等が難しく、支援がうまくつながって

いないことが課題となっています。 

 そのため、気軽に相談できる体制の整備や福祉と保健、福祉と教育などの他分野と

の連携強化を図り、個々の生活状況やニーズに合わせた切れ目のない相談支援を充実

させていく必要があります。 

 

取り組み 

令和６年度（２０２４年度）から「こども家庭センター」を設置し、児童福祉と母

子保健の一体的な相談支援体制を構築することで、妊娠期からの伴走型相談支援をは

じめとし、すべての妊産婦や子ども子育て家庭を包括的に支援します。 

 また、他分野との連携により、義務教育後も年齢や制度の壁を越えて切れ目のなく

相談支援を進めるとともに、子どもや子育て家庭が気軽に相談できるようデジタル等

を活用し、多様な相談機会の充実を図ります。 

 

 

 

 

  

【主な事業】 
利用者支援事業、障害児相談支援事業、伴走型相談支援事業、乳幼児健康診

査事業 
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推進項目 7-２ 安心して子どもを産み育てることができるよう支援を充実させます 

現状・課題 

 現代の子育て世代は、少子化や核家族化の影響で子どもの世話をする体験がないま

ま親になっており、子育てのロールモデルや周囲からの手助けもない孤立した状況で

子育てをしている家庭が増えています。さらに、ＳＮＳなど子育てに関わる情報が溢

れ、情報に対する主体的な判断ができにくくなったり、子どもの感情への対応がわか

らず負担感を増大させたり、子育てに対する他者からの評価を恐れ、緊張感を抱えな

がら子育てをしています。 

このことから、家庭の子育て力を高め、自分の子育てに対する肯定感が持てるよう

にするなど、すべての子育て家庭に向けた支援が求められています。 

また、本市では、全国に先駆けて不妊治療費や妊婦医療費の助成を始めており、こ

ども医療においても大学生まで対象者を拡大するなどの取り組みを進めてきています

が、経済的負担から子どもを持つことを諦める子育て世代もいるため、引き続き、妊

娠や子育て等に係る経済的な負担軽減を図っていく必要があります。 

 

取り組み  

子育てに関する知識だけでなく、具体的な技術を体験や動画等を活用して学べる機

会の提供や子育て講座等の内容を充実することにより家庭の子育て力を高め、不安感

や負担感の軽減するための子育てに係る事業の充実を図るとともに、様々な場面で、

自分の子育てに対する肯定感が持てるような親への関わりを進め、良好な親子関係を

築いていけるよう取り組みます。 

子どもの年齢に合わせたプッシュ型による情報提供やデジタル技術を活用した手

続きの簡素化などを進め、子育てサービスの利便性の向上を図ります。 

さらに、不妊治療費や妊婦・子ども医療費の助成等を引き続き実施し、国の動向を

注視しながら、児童手当をはじめとする妊娠・出産・子育てに係る経済的負担の軽減

を図ります。 

  

【主な事業】 

 児童手当、子ども医療、母子教育事業（両親学級）、産前・産後サポート事業

（ベビーサロン）、育児支援親子教室開催事業 



54 

 

推進項目 7-３ 子どもの成長と家庭を見守り支え合う人を増やします 

現状・課題 

民生児童委員や子ども会、シニアクラブ等による地域活動、子ども食堂、ファミリ

ーサポートセンター事業など子どもや家庭を見守り支援している人はいますが、活動

の担い手不足や活動者の高齢化が進んでいることが課題となっています。 

実際に手助けの活動まではできなくても、あいさつや声かけは、見守っていたつも

りでも見守られていたというような「おたがいさま」の関係性も生まれることとなり、

お互いが気にかけ合うという気持ちを持つことが大切です。 

 

取り組み 

 学校をはじめ地域や団体・企業に向けた福祉教育等を通して、現代の子育てや障害

や社会的孤立に関わる状況等への理解を促し、あたたかいまなざしを持って見守り、

一緒に育てるといった意識・機運を醸成します。 

また、支援者の養成を行い、地域の子どもや子育てを応援したい、お互いに助けあ

いたいと思う人を増やし、役割を果たせるような環境づくりに努めます。 

 さらに、見守られていた子どもや家庭が「次の担い手」として子育ての支援に携わ

ったり、助け合える関係性を作るために、様々な機会を通して仲間づくりを進めます。 

 

 

 

 

  

【主な事業】 
ファミリーサポートセンター事業、訪問型子育て支援事業、産前・産後サポー
ト事業（子育てサポーター訪問）、福祉教育 
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施策８ 支援を必要とする子ども・若者・家庭への支援体制を充実させます 

 

現状 

全国的に深刻な児童虐待事件が発生しており、本市の児童虐待相談件数も１０年間

で約５倍となっています。背景には核家族化の進行や地域のつながりの希薄化による

子育て家庭の孤立や家族間トラブル、子どもへの関わりの難しさなど様々な要因が考

えられます。 

虐待以外にも貧困や孤立、障害などの課題が複雑化し、支援を必要とする子どもや

家庭が増加しており、従来の児童福祉を超えた他分野との連携による家庭支援が重要

となっており、すべての子どもが虐待や障害の有無、家庭の経済状況などによって、

守られるべき権利が侵害されることなく安心した生活ができる環境づくりが必要です。 

 

方向性 

発達の遅れや障害がある子ども、社会的孤立傾向にある子ども・若者、児童虐待や

養育能力等に課題がある家庭など支援が必要な妊婦及び子どもと家庭の状況を把握し、

ＣＳＷや分野を超えた関係機関と連携しながら、ニーズに合った支援事業を通して安

心して生活ができるよう支援します。 

 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

子どもの権利に関
心を持ち困ってい
る人がいたら支援
機関に相談します 

地域で支援が必要
な子ども・若者の暮
らしや学びを支え、
子どもの育ちや子
どもの自立に向け
た応援をします。 

年齢に応じた機関
と連携し、子どもや
若者の意思を尊重
し、強みを生かした
活動場所の提供に
取り組みます 

支援が必要な子ど
もを積極的に把握
し、必要な支援につ
なげ安心して生活
できる体制を整備
します 

 

  

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目 8-１ 子どもの権利を守り安心できる生活を支援します 

現状・課題 

令和４年度（２０２２年度）から子ども家庭総合支援拠点を位置づけ、児童虐待や

要支援家庭への対応を強化しています。また、令和 2 年度（２０２０年度）から配置

したＳＳＷとともに福祉と教育が連携しながら、課題を抱える小中学生と家庭への支

援を進めています。 

しかし、ヤングケアラーや貧困などの問題は表面化しにくく、また、保護者や子ど

も自身が権利侵害と感じておらず相談につながらない状況があります。 

 そのため、子どもが権利侵害を受けることなく安心した家庭生活を送ることができ

るように要支援家庭を早期に発見し、各種子育て支援事業を整備し、家庭支援を行う

ことが重要です。 

 

取り組み 

 こども家庭センターを中心に、妊婦や子育て家庭の実情から特定妊婦や虐待、貧困、

ヤングケアラー等の困難を抱える要支援家庭を積極的に把握し、子どもと家庭を関係

機関が一体的に支援するためのサポートプランに基づき、ヘルパー等による訪問支援

や学習支援などを活用し、子どもや家庭に対する生活支援を行います。 

 また、子ども食堂による見守り活動支援などの地域資源を活用して要支援家庭を見

守ったり、ＣＳＷやＳＳＷと連携したりして、状況が変化した時に早期介入ができる

よう努めるとともに、子どもの権利に関する啓発も進めます。 

  

 

 

 

  

【主な事業】 
要保護児童対策地域協議会設置事業、養育支援訪問事業、支援対象児童等見守り活
動補助事業、母子家庭訪問事業 
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推進項目 8-２ 子どもの発達支援体制を整備します 

現状と課題 

 １８歳未満の手帳所持者数の推移をみると、身体に障害を持つ子どもは減少傾向、

療育手帳を持つ子どもは増加傾向にあり、また、診断は受けていなくても発達に課題

を抱える子どもの数も増加しています。 

近年、共働きなど就労を希望する子育て家庭も多くなり、ニーズに合った障害児等

の福祉サービス事業を利用できるようにすることが重要です。 

また、子どもの発達特性によっては、子どもへの対応が難しく、不適切な養育につ

ながることや、子ども自身も不適応場面が増えると自尊感情が低下し、二次的な問題

が生じる可能性もあるため、子どもへの支援と合わせて保護者支援や予防的支援が重

要です。 

 

取り組み 

障害等を持つ子どもの総合的な支援や仕事と子育ての両立、切れ目のない支援の視

点を踏まえ、子どもの成長段階や障害特性に応じた適切な支援が提供されるよう障害

児支援の提供体制の充実や発達支援体制の構築を行います。特に専門的な支援を要す

る医療的ケア児等においてはコーディネーターを配置し、多職種連携による包括的な

支援の提供を進め、合わせて障害児支援に関わる支援者研修等により人材育成に取り

組みます。 

 また、障害等を持つ子どもの関わり方に悩みを抱える保護者に対して、関わり方の

技術を学ぶ親子関係形成に関わる支援事業等を実施し、子育て力の向上やお互いに支

え合える仲間づくりを進めます。 

さらに、発達障害をはじめとする障害の理解を深める機会をつくり、障害等を持つ

子どもや家庭の地域社会への参加が広がるよう取り組みます。 

 

  

【主な事業】 
障害児児童福祉サービス給付事業、発達支援事業、親子発達支援教室開催事業、 
保育所等訪問支援事業 
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推進項目 8-３ 子ども・若者の自立に向けた支援を充実させます 

現状と課題 

 ひきこもり支援センター「ほっとプラザ」では、学校等と連携しながら適応指導教

室「ほっと東海」に通えないなどの孤立傾向にある子どもや、高校や専門学校、大学、

職場等でうまく適応できず課題を抱える若者に対して面談や訪問、居場所支援、学習

支援、家族支援を行っています。令和４年度（２０２２年度）にほっとプラザを利用

した人の割合は、１５歳以下が２１．６％、１６～２５歳が２７．３％で、約半数が

２５歳以下の若い世代となっていますが、「ひきこもり」という言葉に抵抗感があり支

援につながりにくいこともあります。 

さらに、貧困等の課題を抱える家庭の子どもは、経済的理由から社会から孤立し、

同世代が経験していることができない状況や学習面で課題を抱えるなど様々な面で不

利な状況に置かれる傾向にあるため、学習支援等を行いながら生活上の悩み捉え、必

要な支援に繋げて自立に向けた支援を行うことが必要です。 

取り組み 

社会的孤立傾向にある子どもに対して、早期支援ができるように学校・教育委員会

との連携を強化し、地域等からの情報を基に、家族への支援やアウトリーチによる支

援を行います。 

また、居場所や学習支援を通して、人との関係づくりを行いながら、進学や就労等

を含め自立に向けた支援を進め、ボランティア体験や就労体験等の機会が広がるよう

に地域や事業所等と連携し緩やかな支援を行います。 

さらに、貧困家庭への支援として、引き続き、市社協事業が実施する食糧支援と合

わせて継続的な面接を行いながら自立に向けた支援を行います。 

 

  

【主な事業】 
ひきこもり支援センター設置事業（学習支援事業） 



59 

 

施策９ 子どもや家庭が元気に育つ環境を整備します 

現状 

平成２８年度（２０１６年度）から始まった民間事業者の保育事業への参入により、

本市の保育の受け皿は着実に整備されてきましたが、女性就業率の上昇や宅地開発等

による子育て世代の転入も見込まれるため、引き続き保育の受け皿を確保するととも

に様々な就労形態、家族形態等に応じた多様な保育環境が求められています。 

また、子どもは遊びや様々な体験を通して多くのことを学んでいますが、地域社会

では子どもへの犯罪が増加したり、地域の人との交流や豊かな体験の機会が減ったり

するなど、地域で子どもの安心安全を保証しながら育てていく視点が失われつつあり

ます。子どもたちが安心して健やかに過ごすためには、地域の大人に子どもや家庭が

見守られ、励まされ、支えられながら新しい体験を積み上げていく環境が必要です。

そのためには、地域の子育て力を高め、自分のできる範囲での活動を行いながら子ど

もや家庭に関わりを持ち居場所機能を充実させることが重要です。 

方向性 

共働き世帯の増加等に伴い、様々な状況にある子どもが安心して過ごせるよう多様

化する保育ニーズに対応できる環境整備を進め、健やかな育ちを進めます。 

子どもや家庭が安心して過ごせる居場所で、多様な世代の交流を通して豊かな体験

を重ね、保健・福祉、教育分野等が実施する子どもの健全育成に関する事業などを通

して様々な体験ができるよう環境整備を進めます。 

役割分担 

市民 地域・団体 社協 行政 

子どもが安心して
遊べる環境づくり
のために地域活動
に積極的に参加す
るよう努めます 

健やかな育ちにつ
ながるように子ど
もの居場所や多様
な世代と交流、豊か
な体験や遊びの提

供に努めます 

子どもが安心して
生活ができるよう、
地域で見守る活動
や場所の提供に取
り組みます 

保育環境の充実や
保健・福祉・教育分
野等が実施する子
どもの健全育成に
関わる事業など

様々な体験を通し
て子どもが元気に
育つような環境を
整備します 

 

 

  

SDGs SDGs SDGs 
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推進項目 9-１ 多様なニーズに対応する保育環境を整備します 

現状・課題 

本市の出生数は減少傾向にあるものの、女性の就業率や共働き世帯が増加している

中、保育所等への入所希望者数は特に３歳未満児において年々増加しており、これま

で待機児童対策として、民間事業者による保育所等の設置を積極的に支援し、保育の

受け皿を確保してきました。令和５年（２０２３年）４月現在の待機児童数は０人と

なっていますが、小規模保育事業を利用する保護者からは、３歳で転園するのではな

く就学前まで通わせたい、兄弟姉妹で違う園に通っているので大変であるという意見

も聞かれています。 

今後ますます子育て家庭がもつニーズが多様化していくことが見込まれるため、令

和５年（２０２３年）４月から開始した医療的ケア児の保育所等の受入体制の構築な

ど多様なニーズに対応した保育環境の整備を進めていく必要があります。 

 

取り組み 

令和５年（２０２３年）３月に策定した「公立保育園と民間保育所等の在り方に関

する基本方針」に基づき、老朽化した公立保育園を廃止とする一方で、０～５歳児ま

でを受け入れ可能な民間保育所等の参入を促進するなど、将来にわたり必要かつ適正

な保育の受け皿を確保します。 

さらに、一時保育事業の拡充など、多様な保育ニーズに対応できる環境整備を進め

ていきます。 

 

 

 

  

【主な事業】 
保育所等整備費補助事業、早朝延長保育事業、幼児一時預り事業 
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推進項目 9-２ 地域の中で豊かな体験や遊びができる居場所を充実させます 

現状と課題 

 行政や市社協が関わっている子ども居場所としては、児童館や放課後児童クラブの

ほかに、子ども食堂は令和５年（２０２３年）５月現在では４か所、学習支援の場は

ほっとプラザが実施している２か所、学習広場「みらいーな」が２か所あります。そ

のほか、住民が主体となり子どもの居場所づくりを始めた地域が１か所ありますが、

子どもの居場所になりうる場は充分とは言えない状況です。国は、家庭や学校以外の

「第三の居場所」を今後充実させていくとしていますが、安心でき居心地の良い居場

所は人によって様々であるため、子どもが豊かに育つ、多様な居場所づくりを進める

ことが重要です。 

 また、地域での子どもを中心としたイベントや体験事業、市が行う子どもの健やか

な育ちに係る事業を通して豊かな体験を積み重ねることで、子どもの健全育成を推進

するとともに、地域への愛着を深め地域課題の解決に関わることができるよう、幼い

頃より地域活動に参加し、地域住民と交流を深め「お互いさま」の土壌づくりを進め

ることが必要です。 

 

取り組み 

保健福祉分野や教育分野で実施している子どもの育ちを促す各種事業や地域等の

イベントを通して、豊かな体験や遊びを重ね、子どもの健全育成を推進するとともに、

親子の居場所や放課後の居場所、地域行事や集いの場などにおいて遊び・体験・会話

による人とのつながりを通して、子どもたちの個性や可能性を伸ばし、元気に成長で

きるように多様な居場所の充実を図ります。 

また、居場所は、子どもだけでなく、例えば担い手としての高齢者の活躍できる場

や大学生の社会体験の場など、担い手自身の居場所や多世代交流の場としての役割も

担っていることを視野に入れて居場所づくりを展開します。 

 

 
【主な事業】 
放課後児童健全育成補助事業、子育て支援センター管理運営経費、児童館地域
活動補助事業 
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第４章 計画の推進 

１ 重点項目  

 本市では、０歳から１００歳までの包括的支援体制の構築を目指しており、基本理

念である「おもい つながり ささえあう」の実現に向け、市や市社協が、住民、社

会福祉法人、民間企業等と一緒になって取り組みを推進していく必要があります。 

 そのため、本計画における３つの基本目標を具現化するために、４つの重点項目を

定め、分野横断的に検討し推進していきます。 

 

重点項目１ …「包括的な相談支援体制の構築」 

 住民が身近な場所で相談できる環境を整備し、関係機関が連携しながら課題解決に

向け協議を進めていくことができる体制を構築します。 

 

重点項目２ …「多様な主体が参加できる地域づくり」 

日常生活における困りごとや、必要とする活動などの地域生活課題を、個人・団体・

組織など各々の強みを生かし、地域の特性に合わせた解決への道筋や取り組みを作り

出すとともに、それらを話し合う場も広げていきます。 

 

重点項目３ …「若者支援を中心とした孤独・孤立対策」 

学校の友人、職場の同僚や親とうまく関係を築くことができず、孤独・孤立の状態

にある若者を支援するため、関係機関と連携及び協働を図り、必要な支援内容を議論

し、つながりを構築する取り組みについて検討します。 

 

重点項目４ …「災害に備えた福祉の体制づくり」 

避難行動要支援者の避難支援を円滑に行うため、福祉専門職等の関係機関と連携し、

個別避難計画の作成を推進するとともに、福祉避難所の整備や災害支援ボランティア

の実施など、実際の災害に備えた福祉の体制づくりを進めます。 
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２ 進行管理 

 本計画を効率的かつ効果的に推進していくため、各施策の進捗状況や重点項目の取

り組みにおける効果の検証・評価を行い、計画の見直しや施策の改善、充実を図りな

がら、ＰＤＣＡサイクルを確立していくことが重要です。 

 東海市総合福祉計画推進協議会等の会議を開催し、数値で評価できるものについて

は、ＫＰＩの考え方を取り入れながらＰＤＣＡサイクルに基づき施策の推進・点検・

評価を行います。 

また、市と市民や地域・団体などが同じ認識を持ち計画を推進できるよう、積極的

に情報を発信していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用語解説

用語 解説

あ アウトリーチ

複数分野にまたがる複合化・複雑化した課題を抱えているなどして、必要な支援が届いて

いない人に支援を届けるため、積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけ、本人と

直接関わるための信頼関係の構築や、本人とのつながりづくりを行うこと。

い 医療的ケア児

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、

喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童（１８歳以上の高校生等

を含む。）。

け 権利擁護
何らかの事情によって自分の思いや考えを、他の人に伝えることができず、その結果、日

常の社会生活において不利な立場に置かれている人たちを支援する活動。

け ケアカンファレンス
よりよい医療や介護サービスを提供することを目的に、医療・介護現場で実施される、情

報共有・認識のすり合わせ・問題の発見と改善策の提案を中心に話し合う会議。

け KPI（重要業績評価指標）
Key Performance Indicatorの略。組織の目標を達成するための重要な業績評価の指標の

こと。

こ コミュニティソーシャルワーカー

地域で困っている人を支援するために、地域の人材や制度、サービス、住民の援助などを

組み合わせたり、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行ったりする役割

を担う人。

こ 個別避難計画 避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施するための計画。

こ 子育て世代包括支援センター

専門知識を有する保健師、助産師等が、妊娠、出産、子育てに関する各種相談に対応し、

必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療福祉の関係機関との連絡調整を行い、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する機関。

こ こども家庭センター

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援と、相談を受けて支援をつなぐた

めのマネジメントや、多様な家庭環境等に関する支援体制の充実・強化を図るための地域

資源の開拓を担う機関。

こ 子ども家庭総合支援拠点

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、相談全般から通所・在宅支援を中

心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク

業務までを行う機能を担う拠点。なお、児童福祉法の一部改正により、令和６年４月１

日以降は、こども家庭センターが本機能を担うもの。

し 社会的孤立

社会的参加（組織、活動等への参加）、社会的交流（家族、友人、知人などとの接触）及

び社会的サポート（困ったときに頼りにできる人、悩みごとの相談にのってくれる人、寂

しいときの話し相手）の欠如している状態。

じ 重層的支援体制整備事業

住民の複雑化・複合化したニーズに対応するための包括的な福祉サービス提供体制を整備

する観点から①断らない相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実

施する社会福祉法に定められた事業。

す スクールソーシャルワーカー
福祉に関して専門的な知識・技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活

動経験の実績等がある者（社会福祉士、精神保健福祉士等）。

せ 成年後見制度
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安

や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度。
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用語 解説

だ ダブルケア 子育てと親の介護を同時に行うこと。

ち 地域共生社会

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

ち 地域連携ネットワーク
地域の社会資源をネットワーク化し、各地域において相談窓口を整備するとともに、支援

の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みのこと。

ち 地域活動支援センター
障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう創作活動

又は生産活動の機会の提供等を行う施設。

ち 地域子育て支援拠点
子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を併せて行う、常設の乳幼児及

びその保護者が相互の交流を行う場所。

ち 地域包括支援センター

地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助な

どを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として

いる機関（本市は高齢者相談支援センターと表記）。

ち 地域包括ケアシステム

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステ

ム。

と 東海へいしゅうくんネットワーク

市内の在宅療養者に関わる医師・歯科医師・薬剤師・看護師などの医療職と、ケアマネ

ジャー・介護福祉士などの福祉職等が、多職種連携するための情報共有ネットワークシス

テム。

に 日常生活自立支援事業

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において

自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行

う事業。

は ８０５０問題
80歳代の高齢者の親とひきこもり状態の50歳代の単身・無職の子が同居している地域課

題。

ば 伴走型相談支援

子育て世代包括支援センター等が、妊娠届出時より全ての妊婦や子育て家庭に寄り添

い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、出産・育児等の見通しを立て

るための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ仕組み。

ひ 避難行動要支援者名簿
要配慮者のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者で、円滑かつ迅速な避難の確

保のため、特に支援を要する者の名簿。

ぴ ピアカウンセリング
同じような立場や悩みを抱えた人たちが集まって、同じ仲間として相談し合い、仲間同士

で支えあうことを目的としたカウンセリング。

ぴ PDCAサイクル

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の頭文字を取ったもの

で、仮設・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めていくサイクルのこ

と。

ふ ファミリーサポートセンター
子育てに関することを手伝ってほしい「依頼会員」と、子育てを手伝いたい「援助会員」

が地域で協力しあい、育児を行っていく「相互援助活動」の組織。

ほ 包括的支援体制
地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行わ

れ、 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制。

や ヤングケアラー
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこ

と。
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第４次東海市総合福祉計画  概要版 

（素案） 
令和６年度（２０２４年度）から令和１５年度（２０３３年度） 

 

表紙 

令和６年（２０２４年）〇月 
東海市・東海市社会福祉協議会 

資料５ 



1 

 

１ 計画策定の趣旨 

本市の福祉施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として位置づけ、高齢、

障害、子育て、地域福祉の分野を柱に平成５年度（１９９３年度）に初めて策定され

ました。近年では、この分野ごとに対応することが難しい複雑的・複合的な課題を抱

えている人や世帯、制度の狭間にも対応する体制づくりを推進する必要があり、誰一

人取り残さない地域とするため、分野ごとの施策ではなく目的別に施策を立て、包括

的な支援体制を構築する計画として、第４次東海市総合福祉計画（以下、「本計画」と

いう。）を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画の「第７次東海市総合計画（以下、「総合計画」という。）」の基

本理念や目標、施策の方向性を踏まえ、地域における福祉施策を総合的かつ計画的に

推進するものです。 

また、地域福祉推進の要である社会福祉法人東海市社会福祉協議会（以下、「市社協」

という。）が核となり地域における福祉活動を行うことができるよう、市社協が具体的

な活動内容を定めた地域福祉活動計画についても、一体的に策定するものです。 

 

３ 計画期間 

１０年間（令和６年度（２０２４年度）から令和１５年度（２０３３年度）） 

中間見直しを令和１０年度（２０２８年度）に行います。  

計画の体系図

　　

★別に計画を策定しているもの
※重層的支援体制整備事業実施計画などの各種実施計画と調整を図りながら実施するもの

第４次総合福祉計画

第７次総合計画

第４次総合福祉計画(地域福祉計画）

★
子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
計
画

障
害
者
計
画

★
障
害
福
祉
計
画
・
障
害
児
福
祉
計
画

高
齢
者
福
祉
計
画

★
介
護
保
険
事
業
計
画

★
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
計
画

自
殺
対
策
計
画

地域福祉活動計画（社会福祉協議会）

関連計画
連携

健康増進計画

地域防災計画

東海市公共建築物再編計画

等

再
犯
防
止
推
進
計
画
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４ 基本理念 

 

 

本市の地域福祉の目指すまちの姿を本計画の基本理念「おもい つながり ささえ

あう」とし、市民一人ひとりがお互いのことを理解し、認め合い、思いやる心を持ち

ながら、人と人が出会い、地域でつながり支え合うことで、誰もが安心して暮らすこ

とのできるまちづくりを目指し、地域福祉の推進をしていきます。 

 

５ 東海市の地域福祉の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

出生数は、平成２３年（２０１１年）から平成２８年（２０１６年）

にかけて１，２００人台で推移してきましたが、平成２９年（２０

１７年）からは減少傾向にあります。また、合計特殊出生率の推移

をみると、愛知県や全国の値と比較して高い水準で推移していま

すが、低下傾向となっており、その差は小さくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 R1 R2 R3 R4

１８歳未満 73 80 74 67 65

１８歳以上 3,529 3,563 3,556 3,597 3,575

小計 3,602 3,643 3,630 3,664 3,640

１８歳未満 281 314 324 334 357

１８歳以上 620 613 636 672 699

小計 901 927 960 1,006 1,056

精神障害者
保健福祉手帳

小計 710 825 895 959 1,114

5,213 5,395 5,485 5,629 5,810

身体障害者
手帳

療育手帳

年　度

合計

「おもい つながり ささえあう」 

本市の人口構成の特徴としては、６５歳以上高齢者の

割合は上昇、年少人口割合は減少しており少子高齢化

が緩やかに進んでいます。生産年齢人口割合について

は、徐々に増加しています。 

身体障害者手帳保持者数は横ばいですが、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳保持者数は増加しています。 

要支援１から要介護５の人の総数及び第１号被保険

者数に占める割合（認定率）は年々増加しています。 

 



推
進
項
目

重点項目

子
ど
も
の
成
長
と
家
庭
を
見
守
り
支
え
合
う
人
を
増
や
し
ま
す

子
ど
も
の
権
利
を
守
り
安
心
で
き
る
生
活
を
支
援
し
ま
す

子
ど
も
の
発
達
支
援
体
制
を
整
備
し
ま
す

子
ど
も
・
若
者
の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
充
実
さ
せ
ま
す

多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
保
育
環
境
を
整
備
し
ま
す

地
域
の
中
で
豊
か
な
体
験
や
遊
び
が
で
き
る
居
場
所
を
充
実
さ
せ
ま
す

民
間
等
と
連
携
し
活
躍
で
き
る
場
を
充
実
さ
せ
ま
す

福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
を
充
実
さ
せ
本
人
や
家
族
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

気
軽
に
外
出
で
き
る
支
援
体
制
を
充
実
さ
せ
ま
す

災
害
や
緊
急
時
に
支
援
・
配
慮
が
必
要
な
人
が
安
心
で
き
る
体
制
を
整
備
し
ま
す

妊
娠
期
か
ら
子
ど
も
と
家
庭
へ
の
相
談
支
援
を
充
実
さ
せ
ま
す

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
充
実
さ
せ
ま
す

社
会
的
孤
立
を
防
ぐ
た
め
社
会
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

虐
待
を
防
止
し
権
利
擁
護
の
体
制
を
整
備
し
ま
す

命
の
大
切
さ
を
学
び
本
人
や
周
り
の
人
を
支
え
ま
す

再
犯
防
止
や
更
生
に
向
け
支
援
し
ま
す

仲
間
と
一
緒
に
地
域
活
動
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

身
近
な
場
所
で
気
軽
に
集
い
交
流
で
き
る
場
を
充
実
さ
せ
ま
す

９-１ ９-２

包
括
的
に
世
帯
全
体
を
受
け
止
め
る
相
談
支
援
体
制
を
整
備
し
ま
す

地
域
の
中
で
気
軽
に
相
談
で
き
る
環
境
を
整
備
し
ま
す

多
職
種
が
つ
な
が
り
合
う
相
談
支
援
体
制
を
整
備
し
ま
す

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
中
で
見
守
り
支
え
合
う
体
制
を
整
備
し
ま
す

福
祉
に
携
わ
る
人
材
を
育
て
活
躍
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す

お
互
い
を
尊
重
し
正
し
く
理
解
す
る
機
会
を
増
や
し
ま
す

思
い
や
り
の
心
を
育
む
機
会
を
増
や
し
ま
す

誰
も
が
意
思
や
意
向
を
発
信
で
き
る
機
会
を
増
や
し
ま
す

７-１ ７-２ ７-３ ８-１ ８-２ ８-３５-１ ５-２ ５-３ ６-１ ６-２ ６-３３-２ ３-３ ４-１ ４-２ ４-３ ４-４

子ども・子育て世代
への支援を充実させ
ます

支援を必要とする子ど
も・若者・家庭への支援
体制を充実させます

子どもや家庭が元気
に育つ環境を整備し
ます

施策

１-１ １-２ １-３ ２-１ ２-２ ３-１

6 7 8 9

気軽に相談できる体
制を強化します

コミュニティの中で
支え合える体制を整
備します

一人ひとりの生活に
ついて考える機会を
増やします

市民の権利をまもり社
会とのつながりが持て
るよう支援します

すべての市民が役割を
持ち参加できる機会を
増やします

安心して生活できる
よう身近な場所で支
援します

基本目標

1 2 3 4 5

基本理念

おもい　つながり　ささえあう

1 2 3

誰もがつながりを持ち、
地域で支え合っている

一人ひとりが役割を持ち、
安心して自分らしく生活している

子どもたちの健やかな育ちを、
地域で支え合っている

包括的な相談支援体制の構築 多様な主体が参加できる地域づくり 若者支援を中心とした孤独・孤立対策 災害に備えた福祉の体制づくり

６ 施策体系

３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４
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７ 施策の展開 

〇基本目標１ 誰もがつながりを持ち、地域で支え合っている 

 

 

包括的支援体制が確立され、相談支援・参加支援・地域づくりを一体的に行う中で

お互いに気に掛け合い、支え合っている状態を目指すため、相談支援体制の充実や地

域での支え合い活動の推進、福祉教育の充実を図っていきます。 

施策１ 
身近な相談機関を知り、一人で抱え込まず相談ができるよう、担当
窓口の周知や相談がしやすい環境づくりを行い、身近な場所で相談
を受けることができるような体制を構築していきます。 

施策２ 

地域住民の交流の推進をはじめ、地域の特性、その強みや弱みを把
握し地域福祉や防災等の様々な分野の課題について、各種団体等と
連携・協力を強化し、主体的に解決できるよう、地域での話し合い
を推進していきます。 

施策３ 
お互いを尊重し地域で安心して暮らしていくことができるよう、福
祉教育を充実させ、障害や認知症などについて継続して学ぶ機会を
作っていきます。 

 

〇基本目標２ 一人ひとりが役割を持ち、安心して自分らしく生活している 

 

 

個別支援体制が整備され、障害の有無や年齢に関わらず一人ひとりの命が守られ、

誰一人社会的に孤立せず、地域で安心して生活している状態を目指すため、社会的孤

立や虐待対応、障害者やひきこもりの就労的支援などに取り組み、各種福祉サービス

の充実をはじめ、福祉避難所や避難行動要支援者に対する体制整備を進めていきます。 

施策４ 

社会的孤立とならないよう日ごろからつながりを持てるような地域
づくりを進め、困ったことや変化に気づいたときに相談しやすい環
境を整え、必要な情報の提供や助言が行えるような体制を整備しま
す。 

施策５ 
ＣＳＷ（※１）がコーディネートし、事業所等と連携し自分の強み

を活かして活躍できる場の創出やマッチングを行い、役割を持って
いきいきと暮らせるような機会を増やしていきます。 

施策６ 
福祉サービス等を充実させ、医療費助成制度の充実や各種手当など
必要な給付を行うことで、本人や家族の負担軽減ができるよう支援
し、災害等に備えて個別避難計画等を整え有事の際に備えます。 

※１ ＣＳＷとはコミュニティソーシャルワーカーのことで、高齢、障害、子ども、生活困窮の分野に関わらず、

地域で困っている人を支援するために、地域の人材や制度、サービス、住民の援助などを組み合わせたり、

新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行ったりする役割を担う人のことを言う。  

SDGs SDGs SDGs 

SDGs SDGs SDGs 
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〇基本目標３ 子どもたちの健やかな育ちを、地域で支え合っている 

 

 

子どもの置かれている状態に関わらず、すべての子どもの権利が保障され、子ども

を中心とした地域で支え合いのもと、子どもたちが健やかに成長している状態を目指

すため、こども家庭センター機能の充実をはじめ、妊娠期からの切れ目のない支援、

発達支援体制の構築、保育環境の整備、居場所の充実などを進めていきます。 

施策７ 

「こども家庭センター」を設置し、妊娠期から子育て期まですべて
の家庭のニーズを一元的に把握し、子どもや子育て家庭に寄り添い
続ける切れ目のない支援体制を構築するとともに、地域での見守り

や支え合いを進め、子育てしやすい環境づくりに取り組みます。 

施策８ 
支援が必要な妊婦及び子どもと家庭の状況を把握し、ＣＳＷや分野
を超えた関係機関と連携しながら、ニーズに合った支援事業を通し
て安心して生活ができるよう支援します。 

施策９ 
多様化する保育ニーズに対応できる環境整備を進めるとともに、子
どもやその家庭が、安心して過ごせる居場所で多世代の交流を通し
て豊かな体験を重ね、健やかに育つ環境整備を進めます。 

 

８ 計画の推進 

 重点項目 

 

 

 

 

 

 

  進行管理 

 本計画を効率的かつ効果的に推進していくため、各施策の進捗状況や重点項目の取

り組みにおける効果の検証・評価を行い、計画の見直しや施策の改善、充実を図りな

がら、ＰＤＣＡサイクルを確立していくことが重要です。 

 東海市総合福祉計画推進協議会等の会議を開催し、数値で評価できるものについて

は、ＫＰＩの考え方を取り入れながらＰＤＣＡサイクルに基づき施策の推進・点検・

評価を行います。 

また、市と市民や地域・団体などが同じ認識を持ち計画を推進できるよう、積極的

に情報を発信していきます。  

「包括的な相談支援体制の構築」 

「多様な主体が参加できる地域づくり」 

「若者支援を中心とした孤独・孤立対策」 

「災害に備えた福祉の体制づくり」 

SDGs SDGs SDGs 
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９ 包括的支援体制イメージ図 

 

 

地域住民や関係機関が、困りごとを抱える世帯を見つけた時に、相談機関につなぎ、

連携しながら相談機関が本人や世帯のアセスメントを丁寧に行い、課題解決に向けた

調整を行います。場合によっては既存のサービス等では対応できないこともあるので、

その場合はＣＳＷが中心となって地域資源の開発を行い、参加に向けた新たな地域資

源の創出に関する働きかけを行います。 

この働きかけは、課題に対して適切なエリアがありますので、市全域の第１層を単

位として行うものもあれば、身近なエリアである第４層で行うものもあります。 

本市ではこのように包括的支援体制の整備を進めていきます。 

 

 

[地域づくり]

１層 地域生活課題の把握・検討・解釈
（市全域）広域連携との調整 総合福祉計画推進協議会

生活支援体制整備等協議会

多職種意見交換会 等

社会資源の創造

地域貢献活動の活性化

３層 意見交換会
地域生活課題の共有・検討 集いの場づくり
社会資源の創造
人づくりの場 活躍の場づくり

４層(身近なエリア） 就労支援
　意見交換会
　支え合い活動 社会資源の活用
　集いの場

相談機関

２層
（日常生活圏域）

 解決に向けた検討・取り組み

支援の輪　０歳から１００歳までの包括的支援体制

[参加支援]

地域生活課題の把握

コミュニティ
単位

交流

つながり

連携

高齢 障害

子ども生活困窮

つながり

開

発

役

割

ＣＳＷ

検
討
・
実
施

仕
組
み
作
り

適
切
な
単
位
で

行
政
・
社
協

Ｃ
Ｓ
Ｗ

地域のアンテナ［相談支援］

連 携

関係機関

困りごとを抱える世帯
支え合い活動

民生・児童委員 福祉団体

コミュニティ 町内会・自治会

隣近所

医療機関・学校・事業所など

高齢 障害

子ども生活困窮
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